
Þ

ビ
ル
マ
・
香
港
ル
ー
ト

⑴

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
三
か
月
間
閉
鎖
に
至
る
経
緯

昭
和

年
á
月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
金
子
領
事
代
理
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛

1899

13

19

ビ
ル
マ
・
雲
南
間
連
絡
道
路
の
開
設
に
関
す
る
ビ
ル

マ
政
庁
要
路
の
回
答
振
り
報
告

�
密
第
九
三
號

(
接
受
日
不
明
)

昭
和
十
三
年
四
月
十
九
日

在
蘭
貢

領
事
代
理

金
子

豐
治

外
務
大
臣

廣
田

弘
毅
殿

緬
甸
雲
南
間
V
路
開
設
ニ
對
ス
ル
緬
甸
政
府
ノ
態
度

ニ
關
ス
ル
件

三
月
末
緬
甸
議
會
閉
會
直
後
小
官
他
用
ヲ
以
テ
總
督
參
議
﹁
ブ
ー
ス
︑

グ
レ
ー
ヴ
リ
ー
﹂
(
國
防
部
事
務
管
掌
)
ヲ
d
訪
ノ
際
﹁
甚
タ
率
直
ナ

カ
ラ
﹂
ト
�
提
シ

	
︑
噂
ニ
依
レ
ハ
上
緬
甸
某
地
ト
雲
南
府
ト
ヲ
連
絡
ス
ル
自
動
車
路
ハ

雨
季
開
始
(
五
月
末
)
�
開
�
シ
又
兩
地
間
ノ
連
絡
鐵
路
ハ
在
倫
敦

英
支
﹁
シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
﹂
ノ
出
6
ニ
依
リ
建
設
サ
ル
ル
コ
ト
ニ
決

定
シ
�
日
工
事
ニ
着
手
ス
ル
豫
定
ナ
ル
處
右
御
聞
å
ミ
ノ
�
第
ア

リ
ヤ
ト
質
問
シ
タ
ル
ニ
對
シ
自
動
車
路
ハ
支
:
側
ニ
於
テ
銳
意
國

境
マ
テ
ノ
Õ
長
工
事
ヲ
�
メ
ツ
ツ
ア
ル
ニ
付
不
Û
開
�
ス
ヘ
シ
但

シ
鐵
路
ノ
計
畫
ニ
付
テ
ハ
何
等
承
知
セ
ス
ト
答
ヘ

�
︑
V
路
又
ハ
鐵
路
開
�
ノ
際
右
ニ
依
リ
緬
甸
經
由
雲
南
方
面
ヘ
武
器

彈
藥
等
支
:
側
軍
需
品
ノ
輸
入
サ
ル
ヘ
キ
コ
ト
必
然
ナ
リ
ト
存
ス

ル
處
右
ニ
對
ス
ル
緬
甸
政
府
ノ
方
針
如
何
ト
質
問
シ
タ
ル
ニ
對
シ

緬
甸
ハ
恰
モ
香
;
ト
同
一
立
場
ニ
置
カ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
政
府

ハ
軍
需
品
タ
ル
ト
商
品
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
之
カ
陸
揚
ゲ
又
ハ
國
內

若
ハ
國
境
ノ
�
-
ニ
對
シ
一
切
干
涉
セ
サ
ル
方
針
ナ
リ
ト
答
ヘ
且

是
等
軍
需
品
ト
雖
一
種
ノ
商
品
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
是
等
ノ
輸

入
又
ハ
�
-
ニ
依
リ
緬
甸
ノ
關
稅
收
入
ヲ
增
加
ス
ル
コ
ト
ハ
反
テ

財
務
當
局
ノ
喜
フ
ト
コ
ロ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
k
ヘ
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0
︑
最
後
ニ
香
;
到
着
ノ
軍
需
品
ハ
最
�
ノ
=
報
ニ
依
レ
バ
英
國
以
外

ノ
外
國
製
品
反
テ
多
量
ヲ
占
メ
居
ル
ニ
非
ラ
ス
ヤ
ト
反
駁
氣
ニ
附

言
シ
タ
ル
ニ
對
シ
小
官
ヨ
リ
右
ノ
如
キ
=
報
ヲ
聞
å
ミ
タ
ル
コ
ト

ア
ル
モ
右
ハ
原
產
地
國
別
數
量
指
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
カ
實

際
ノ
取
扱
者
及
v
搬
º
ハ
大
部
分
英
國
商
人
及
英
國
º
ナ
リ
ト
ノ

噂
ナ
リ
ト
應
酬
シ
置
キ
タ
リ

以
上
同
參
議
ノ
口
吻
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
緬
甸
政
府
ハ
上
記
支
:
側
ノ
V

路
Õ
長
工
事
ニ
好
意
的
2
助
ヲ
與
ヘ
之
カ
完
成
ヲ
俟
チ
緬
甸
ヲ
�
シ

テ
雲
南
︑
貴
州
乃
至
四
川
省
方
面
ヘ
ノ
經
濟
的
乃
至
政
治
的
勢
力
ノ

扶
植
ヲ
企
圖
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
觀
セ
ラ
レ
旁
々
其
ノ
第
一
步

ト
シ
テ
右
連
絡
V
路
開
�
後
ノ
緬
甸
政
府
側
ノ
動
向
ハ
嚴
ニ
A
視
ノ

�
ア
ル
處
右
事
�
ノ
措
置
ト
シ
テ
緬
甸
政
府
ニ
對
シ
小
官
ヨ
リ
何
等

カ
申
入
レ
其
他
ノ
方
策
ヲ
�
ス
ル
�
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
御
氣
附
ノ
握
ト

併
テ
何
分
ノ
儀
折
]
シ
御
囘
示
相
成
樣
致
度
シ

�
テ
﹁
ブ
ー
ス
︑
グ
レ
ー
ヴ
リ
ー
﹂
以
下
ノ
國
防
部
(
外
交
事
務
K

掌
)
部
員
ハ
總
督
ニ
隨
�
シ
恆
例
ニ
依
リ
四
月
僂
上
緬
甸
﹁
メ
イ
ミ

ヨ
ー
﹂
ニ
�
暑
轉
居
シ
大
体
五
月
末
當
地
ニ
歸
-
ノ
筈
ナ
リ
爲
念
申

¯
フ

本
信
寫
 
付
先

在
英
大
使

甲
谷
陀
總
領
事

在
暹
公
使

昭
和

年

月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
金
子
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1900

13

11

10

ビ
ル
マ
経
由
雲
南
向
け
軍
需
品
輸
送
に
関
す
る
情
報
報
告

ラ
ン
グ
ー
ン

月

日
後
発

11

10

本

省

月

日
前
着

11

11

第
六
〇
號
(
極
祕
)

d
電
第
五
八
號
ニ
關
シ

	
︑
武
器
︑
爆
彈
︑
飛
行
�
等
約
六
〇
〇
〇
噸
ヲ
滿
載
セ
ル
英
國
º

S
ta
n
h
a
ll
八
日
當
地
﹁
ヘ
イ
ス
チ
ン
グ
﹂
沖
着
支
:
人
官
吏
等
乘

å
ミ
居
リ
嚴
重
ナ
ル
警
戒
裡
ニ
支
:
總
領
事
及
緬
甸
官
憲
ノ
d
復

頻
繁
ナ
ル
カ
右
ハ
一
兩
日
中
﹁
イ
ラ
ワ
ジ
ー
﹂
º
會
社
ノ
河
º
ニ

積
換
ヘ
﹁
マ
ン
ダ
レ
ー
﹂
又
ハ
﹁
バ
ー
モ
﹂
ヘ
v
ハ
ル
ル
筈
ニ
テ

此
ノ
種
ノ
v
 
º
ハ
年
末
迄
ニ
更
ニ
四
隻
到
着
ノ
由

	
︑
獨
逸
領
事
ノ
談
ニ
依
レ
ハ
雲
南
向
軍
需
品
ハ
當
地
﹁
ス
チ
ー
ル
︑

ブ
ラ
ザ
ー
﹂
商
會
ニ
テ
一
手
ニ
引
受
ケ
支
:
總
領
事
ヘ
引
渡
ス
取

極
ナ
ル
由

	
︑
﹁
ラ
シ
オ
﹂
ヨ
リ
雲
南
國
境
ニ
至
ル
緬
甸
側
ノ
新
設
V
路
(﹁
ム

セ
﹂
迄
一
一
三
哩
)
ハ
本
月
一
日
以
降
日
中
一
般
交
�
ヲ
S
シ
同

地
ヨ
リ
國
境
向
軍
需
品
ヲ
滿
載
シ
三
分
間
置
キ
ニ
出
發
ス
ル
﹁
ト
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ラ
ツ
ク
﹂
(
x
均
二
噸
積
)
三
二
〇
臺
ノ
專
用
�
路
ニ
充
テ
ラ
レ
ア

ル
旨
現
地
�
信
ト
シ
テ
緬
甸
字
新
聞
ニ
揭
載
サ
レ
タ
リ
(
本
間
書

記
生
目
下
現
地
附
�
へ
出
張
中
)

	
︑
數
日
�

R
.
Y
.
C
h
e
n
g
ト
¢
ス
ル
支
:
人
其
ノ
妻
外
四
名
帶
同
當

地
着
旣
報
ノ
支
:
人
技
師
ト
行
動
ヲ
共
ニ
シ
居
ル
處
右
ハ
香
;
發

閣
下
宛
電
報
第
一
四
一
四
號
B
報
ノ
任
務
ヲ
帶
ヒ
居
ル
モ
ノ
ト
(

メ
ラ
ル

英
︑
甲
谷
陀
︑
暹
︑
河
內
︑
香
;
ヘ
<
 
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
金
子
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1901

13

11

15

中
国
向
け
軍
需
品
の
ビ
ル
マ
領
内
通
過
を
事
実
上
容

認
す
る
ビ
ル
マ
政
庁
の
態
度
に
つ
い
て

ラ
ン
グ
ー
ン

月

日
後
発

11

15

本

省

月

日
夜
着

11

15

第
六
三
號

d
電
第
六
〇
號
ニ
關
シ

十
五
日
﹁
ブ
ー
ス
︑
グ
レ
ブ
リ
﹂
(
國
防
部
長
官
)
ヲ
d
訪
シ
﹁
ス
タ

ン
ホ
ー
ル
﹂
號
ノ
支
:
向
武
器
ト
之
ニ
關
聯
ス
ル
支
:
側

�
員
ノ

活
動
等
ニ
付
小
官
持
合
セ
ノ
=
報
ヲ
傳
ヘ
之
ニ
對
ス
ル
政
府
ノ
意
見

ヲ
質
シ
タ
ル
處
同
汽
º
ノ
出
;
ニ
付
テ
ハ
今
�
聞
å
ミ
タ
リ
ト
�
提

シ
姐
積
荷
カ
武
器
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
政
府
ハ
商
品
ト
シ
テ
取
扱

ヒ
之
カ
國
內
�
-
ヲ
禁
止
ス
ル
理
由
モ
ナ
シ
ト
k
ヘ
四
月
十
九
日
附

拙
信
第
九
三
號
B
報
ノ
趣
旨
ヲ
繰
]
シ
タ
ル
ニ
付
小
官
ヨ
リ
右
政
府

ノ
方
針
ハ
我
方
ニ
對
ス
ル
非
友
誼
的
措
置
ナ
リ
ト
解
ス
ト
突
å
ミ
タ

ル
ニ
斯
ル
抗
議
ハ
外
交
�
關
ヲ
�
シ
爲
サ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ス
ヤ
ト

�
ケ
<
ニ
此
ノ
種
武
器
ノ
搬
入
ヲ
看
-
ス
ル
外
ナ
シ
ト
ノ
態
度
ヲ
持

ス
ル
カ
如
ク
見
受
ケ
タ
リ

因
ニ
姐
汽
º
ハ
倫
敦

J.
A
.
B
illm
e
ir
商
會
B
屬
(
約
六
千
噸
)
ニ
シ

テ
坡
西
土
ヨ
リ
入
;
シ
荷
物
ハ
蘭
貢
西
貢
河
內
又
ハ
香
;
渡
ト
ナ
リ

居
ル
由
ナ
ル
モ
未
タ
荷
揚
ニ
着
手
セ
ス

英
︑
甲
谷
陀
︑
暹
︑
河
內
︑
新
嘉
坡
︑
香
;
ヘ
<
 
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
金
子
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1902

13

11

21

雲
南
向
け
武
器
輸
送
に
対
す
る
ビ
ル
マ
人
の
反
対
に

鑑
み
ビ
ル
マ
政
庁
が
発
出
し
た
声
明
書
に
つ
い
て

3006



ラ
ン
グ
ー
ン

月

日
後
発

11

21

本

省

月

日
前
着

11

22

第
六
六
號

d
電
第
六
二
號
ニ
關
シ

｢
ス
タ
ン
ホ
ー
ル
﹂
號
ノ
武
器
荷
揚
ハ
二
十
一
日
正
午
ヨ
リ
開
始
野

�
六
一
門
旣
ニ
陸
揚
ケ
サ
レ
タ
ル
カ
此
ノ
外
�
關
銃
及
飛
行
�
等
ト

共
ニ
鐵
V
ニ
依
リ
﹁
ラ
シ
ヨ
﹂
ヘ
爆
發
物
ハ
多
分
水
路
﹁
マ
ン
ダ
レ

ー
﹂
ヘ
 
ラ
レ
﹁
ラ
シ
ヨ
﹂
經
由
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
ニ
テ
雲
南
ヘ
搬
入

セ
ラ
ル
ル
筈

政
府
ハ
武
器
搬
入
ニ
對
ス
ル
緬
甸
人
ノ
囂
々
タ
ル
反
對
ニ
鑑
ミ
三
囘

ニ
亘
リ
聲
明
書
ヲ
發
シ
本
件
q
物
ハ
稅
關
規
則
ニ
1
反
セ
サ
ル
限
リ

緬
甸
�
-
ヲ
禁
止
ス
ル
理
由
ナ
シ
ト
言
ヒ
又
右
軍
需
º
碇
泊
ニ
依
リ

緬
甸
カ
空
杏
サ
ル
ル
惧
ナ
シ
ト
k
ヘ
タ
リ

英
ヘ
轉
電
セ
リ

甲
谷
陀
︑
新
嘉
坡
︑
暹
︑
河
內
︑
香
;
︑
古
倫
母
ヘ
<
 
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1903

13

11

29

ビ
ル
マ
経
由
対
中
軍
需
物
資
輸
送
を
禁
止
す
る
よ
う

英
国
外
務
省
極
東
部
長
へ
申
入
れ
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
三
年
十
二
月
八
日

右
禁
輸
に
関
す
る
有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
本
邦
ク
レ

ー
ギ
ー
英
国
大
使
宛
申
入
れ
要
旨

ロ
ン
ド
ン

月

日
後
発

11

29

本

省

月

日
前
着

11

30

第
九
四
二
號

貴
電
第
三
八
六
號
ニ
關
シ
(
緬
甸
經
由
對
支
武
器
輸
 
ニ
關
ス
ル
件
)

二
十
八
日
岡
本
ヲ
シ
テ
極
東
部
長
ヲ
d
訪
在
蘭
貢
領
事
ヨ
リ
ノ
累
�

來
電
ノ
趣
旨
ヲ
=
報
ト
シ
テ
說
明
シ
英
國
政
府
ニ
於
テ
至
�
緬
甸
政

府
ヲ
シ
テ
支
:
向
武
器
︑
軍
需
品
ノ
緬
甸
�
-
輸
 
ヲ
禁
止
セ
シ
ム

ル
樣
措
置
セ
ラ
レ
度
キ
旨
申
入
レ
シ
メ
タ
ル
處
同
部
長
ハ
一
々
書
取

リ
タ
ル
上
本
件
ハ
香
;
ニ
於
ケ
ル
從
�
ノ
事
態
ト
同
樣
ニ
法
律
的
ニ

相
當
面
倒
ナ
ル
問
題
ニ
シ
テ
英
國
ト
シ
テ
ハ
日
本
向
武
器
輸
 
ヲ
禁

止
シ
居
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
當
國
ニ
於
テ
ハ
支
:
ニ
同
=
ヲ
寄
ス
ル

個
人
團
体
ヨ
リ
政
府
ハ
聯
盟
ニ
於
テ
對
支
2
助
決
議
ニ
參
加
セ
ル
ニ

モ
拘
ラ
ス
何
事
モ
爲
サ
ス
ト
テ
頻
リ
ニ
攻
擊
ヲ
受
ケ
居
ル
際
ナ
ル
ニ

モ
鑑
ミ
日
本
側
申
出
ア
ラ
ハ
ト
テ
禁
止
的
措
置
ヲ
執
ル
コ
ト
ハ
多
大

ノ
困
難
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
惧
ル
ト
k
ヘ
タ
ル
ニ
付
岡
本
ヨ
リ
斯
ル
說
明
ニ
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テ
ハ
日
本
ト
シ
テ
滿
足
シ
得
ス
英
國
側
ハ
從
來
蔣
介
石
政
府
ヲ
2
助

シ
居
ラ
ス
ト
繰
]
シ
k
ヘ
來
レ
ル
カ
本
件
ノ
如
キ
ハ
明
カ
ニ
英
國
ノ

對
支
2
助
ノ
實
證
ニ
シ
テ
斯
ル
�
方
ヲ
斷
然
廢
止
セ
サ
ル
限
リ
日
英

關
係
ノ
改
善
ハ
至
難
ナ
ル
コ
ト
ヲ
指
易
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
本
件
ハ
大
局

ニ
着
眼
シ
政
治
的
ニ
至
�
處
理
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
切
o
ス
ト
k
ヘ
タ

ル
處
同
部
長
ハ
日
本
側
ハ
英
國
側
ノ
熱
o
ニ
モ
拘
ラ
ス
支
:
現
地
ニ

於
ケ
ル
諸
懸
案
ヲ
殆
ト
�
部
解
決
セ
ン
ト
ハ
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
ト

テ
種
々
不
滿
ヲ
k
ヘ
兎
モ
角
本
件
ハ
植
民
省
ヲ
�
シ
緬
甸
政
府
ト
協

議
(
本
件
ニ
付
緬
甸
政
府
ヨ
リ
協
議
ア
リ
タ
ル
ヲ
承
知
セ
ス
ト
答
フ
)

シ
如
何
ナ
ル
措
置
ヲ
執
リ
得
ル
ヤ
硏
究
ノ
上
更
ニ
囘
答
ス
ヘ
シ
ト
約

セ
ル
趣
ナ
リ
不
取
敢

蘭
貢
ヘ
轉
電
セ
リ

(
付

記
)

緬
甸
經
由
對
支
武
器
輸
 
ニ
關
シ
�
囘
會
見
ノ
際
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂

英
國
大
使
ニ
對
シ
大
臣
ヨ
リ
左
ノ
趣
旨
申
入
ル
ル
コ
ト
ト
致
度

(
編
注
)

先
般
支
:
向
武
器
ヲ
搭
載
セ
ル
英
國
º
﹁
ス
タ
ン
ホ
ー
ル
﹂
號
歐

洲
方
面
ヨ
リ
蘭
貢
ニ
到
着
シ
此
ト
關
聯
シ
テ
支
:
�
人
緬
甸
政
府

筋
ニ
働
キ
カ
ケ
居
ル
ト
ノ
=
報
ア
リ
タ
ル
ニ
基
キ
在
蘭
貢
金
子
領

事
ハ
緬
甸
政
府
ニ
﹁
ブ
ー
ス
グ
レ
ー
ブ
リ
﹂
國
防
部
長
官
ヲ
d
訪

同
長
官
ニ
對
シ
右
ノ
=
報
ヲ
傳
ヘ
緬
甸
政
府
ノ
意
見
ヲ
質
シ
タ
ル

處
同
長
官
ハ
右
=
報
ヲ
肯
定
ス
ル
ト
共
ニ
緬
甸
政
府
ハ
支
:
向
軍

需
品
ノ
同
國
�
-
ニ
一
切
干
涉
セ
サ
ル
方
針
ナ
ル
趣
旨
ヲ
k
ヘ
タ

ル
趣
ナ
リ

依
而
在
倫
敦
岡
本
參
事
官
ヲ
シ
テ
英
國
外
務
省
ニ
極
東
部
長
ヲ
d

訪
英
國
政
府
ニ
於
テ
緬
甸
政
府
ヲ
シ
テ
本
件
支
:
向
軍
需
品
ノ
緬

甸
經
由
輸
 
ヲ
禁
止
セ
シ
ム
ル
樣
至
�
措
置
ア
リ
タ
キ
旨
申
入
レ

シ
メ
タ
ル
處
極
東
部
長
ハ
植
民
省
ヲ
�
ジ
緬
甸
政
府
ト
協
議
ノ
上

何
分
ノ
囘
答
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
旨
約
シ
タ
ル
趣
ナ
リ
然
ル
ニ
其
後
當
方

ノ
接
受
セ
ル
=
報
ニ
依
レ
バ
右
﹁
ス
タ
ン
ホ
ー
ル
﹂
號
積
載
軍
需

品
ハ
蘭
貢
ニ
テ
陸
揚
ノ
上
﹁
ラ
シ
オ
﹂
經
由
雲
南
向
輸
 
セ
ラ
レ

最
�
又
支
:
向
軍
需
品
ヲ
滿
載
セ
ル
諾
威
º
蘭
貢
ニ
入
;
荷
役
ヲ

開
始
セ
ル
趣
ナ
リ

廣
東
及
武
漢
ノ
失
陷
ニ
依
リ
蔣
介
石
ハ
主
�
武
器
輸
 
路
ヲ
失
ヒ

タ
ル
今
日
緬
甸
政
府
ニ
シ
テ
本
件
軍
需
品
輸
 
ニ
關
シ
右
ノ
如
キ

方
針
ヲ
執
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
右
ハ
我
國
民
ニ
對
シ
英
國
ノ
對
蔣
2

助
ノ
事
實
ヲ
立
證
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
折
角
好
轉
シ
ツ
ツ
ア
ル
我
國

民
ノ
對
英
感
=
ヲ
刺
戟
シ
日
英
國
交
#
整
ニ
對
シ
面
白
カ
ラ
サ
ル
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影
�
ヲ
及
ス
ヘ
キ
惧
ア
ル
ニ
付
此
際
緬
甸
政
府
ヲ
シ
テ
同
國
經
由

對
支
武
器
輸
 
ヲ
禁
止
セ
シ
ム
ル
タ
メ
英
本
國
政
府
ニ
於
テ
至
�

J
當
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ラ
レ
タ
ク
右
H
國
政
府
ノ
希
o
貴
使
ヨ
リ
貴

國
政
府
ニ
傳
^
ア
リ
タ
シ

編

注

｢
一
三
︑
一
二
︑
八
︑
申
入
ス
ミ
﹂
と
の
書
き
込
み
あ
り
︒

昭
和

年
Ä
月

日

在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
若
杉
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1904

14

25

雲
南
・
ビ
ル
マ
間
鉄
道
建
設
お
よ
び
雲
南
・
ハ
イ

フ
ォ
ン
間
鉄
道
輸
送
増
加
に
関
す
る
報
道
報
告

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

Ä
月

日
後
発

25

本

省

Ä
月

日
前
着

26

第
二
〇
九
號

二
十
五
日
紐
育
﹁
タ
イ
ム
ス
﹂
B
報
二
十
四
日
﹁
ダ
ー
デ
イ
ン
﹂
重

慶
電
報
ニ
依
レ
ハ
佛
國
印
度
支
:
銀
行
ハ
重
慶
ニ
支
店
ヲ
設
置
セ
ル

處
右
ハ
海
防
雲
南
間
鐵
V
輸
 
增
加
ニ
基
ク
支
:
及
印
度
支
:
間
ノ

經
濟
關
係
密
接
Y
ヲ
反
映
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
サ
ル
ル
旨
及
國
府
ハ
元

廣
東
市
長
曾
z
甫
ヲ
雲
南
緬
甸
鐵
V
建
設
委
員
長
(
本
鐵
V
ハ
數
箇

月
�
ヨ
リ
旣
ニ
工
事
中
)
ニ
任
命
セ
ル
カ
其
ノ
任
命
ハ
國
府
カ
本
鐵

V
ノ
完
成
ニ
F
起
ト
ナ
リ
居
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
モ
ノ
ニ
テ
本
鐵
V
ノ
大

部
分
ハ
英
國
ノ
財
政
的
2
助
ニ
依
リ
建
設
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ノ
如
ク

(
英
國
ノ
團
匪
賠
償
金
基
金
ハ
本
鐵
V
建
設
ニ
充
當
サ
レ
居
レ
リ
)
支

:
側
ハ
更
ニ
之
カ
爲
英
國
ヨ
リ
﹁
ク
レ
ヂ
ツ
ト
﹂
獲
得
ノ
確
信
ス
ラ

洩
ラ
セ
ル
趣
ナ
リ

尙
同
電
ハ
湖
北
省

T
a
sso
y
a
n
g
及

S
u
ih
sie
n
竝
ニ
浙
江
省
杭
州
附

�
ニ
於
ケ
ル
支
:
側
B
報
ヲ
相
當
詳
細
ニ
報
V
シ
居
レ
リ
爲
念

米
ヘ
郵
 
セ
リ

昭
和

年
Ä
月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
久
我
(
成
美
)
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1905

15

30

ビ
ル
マ
経
由
雲
南
向
け
ト
ラ
ッ
ク
搬
入
計
画
に
関
す

る
情
報
に
つ
い
て

ラ
ン
グ
ー
ン

Ä
月

日
前
発

30

本

省

Ä
月

日
夜
着

30

第
八
七
號

最
�
重
慶
側
ニ
於
テ
米
國
製
武
器
及
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
類
ヲ
滇
甸
公
路

經
由
蘭
貢
ヨ
リ
ノ
搬
入
ニ
懸
命
ト
ナ
リ
居
レ
ル
コ
ト
ハ
�
密
第
一
三

2 ビルマ・香港ルート
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五
號
d
信
及
d
電
第
七
九
號
ニ
依
リ
察
知
セ
ラ
ル
ル
B
ナ
ル
カ
四
月

僂
蘭
貢
市
東
端
ノ
廣
場
ニ
新
設
シ
タ
ル
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
組
立
工
場

(
中
國
寫
眞
創
T
�
ノ
看
板
ヲ
揭
ク
)
ハ
支
:
軍
政
部
員
張
セ
イ
コ
ウ

之
カ
監
督
ニ
當
リ
旣
ニ
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
(
主
ト
シ
テ
﹁
ダ
ツ
ヂ
﹂
三

噸
積
ミ
)
約
一
千
臺
完
成
シ
居
リ
﹁
モ
ン
ス
ン
﹂
ノ
惟
リ
以
�
ニ
搬

入
ヲ
l
ル
計
畫
ト
考
ヘ
ラ
ル
又
米
國
º
ハ
屢
々
之
等
ヲ
持
å
ム
ヘ
シ

ト
考
ヘ
ラ
レ
從
テ
滇
甸
公
路
ノ
爆
擊
一
層
切
�
ト
存
セ
ラ
ル

泰
ヘ
<
 
セ
リ

昭
和

年
û
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
(
電
報
)

1906

15

25

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
に
よ
る
援
蔣
物
資
の
輸
送
禁
止
を
要

求
す
る
覚
書
を
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
へ
谷
外
務
次
官
手

交
に
つ
い
て

別
電
一

昭
和
十
五
年
六
月
二
十
五
日
発
有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
第
五
一
二
号

右
覚
書

二

昭
和
十
五
年
六
月
二
十
五
日
発
有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
第
五
一
三
号

援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
谷
外
務
次
官
申
入
れ
要

旨

本

省

û
月

日
後
�
時
発

25

第
五
一
一
號

二
十
四
日
在
京
﹁
ク
レ
ギ
ー
﹂
英
大
使
ノ
來
訪
ヲ
求
メ
�
官
ヨ
リ
別

電
第
五
一
二
號
ノ
覺
書
ヲ
手
交
シ
タ
ル
後
別
電
第
五
一
三
號
ノ
�
リ

申
入
レ
タ
ル
ニ
對
シ
同
大
使
ハ
緬
甸
經
由
重
慶
政
權
向
軍
需
品
ノ
輸

 
ハ
最
�
著
シ
ク
減
少
シ
(
約
三
分
ノ
一
ト
ナ
レ
ル
由
)
居
ル
旨
竝
ニ

重
慶
政
權
向
武
器
其
他
軍
需
品
ノ
輸
 
停
止
ヲ
求
メ
ラ
ル
ル
ハ
英
國

ニ
對
シ
中
立
國
以
上
ノ
モ
ノ
ヲ
�
求
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
考
フ
等
k
ヘ

タ
ル
後
政
府
ノ
訓
令
ヲ
待
チ
何
分
ノ
儀
囘
答
ス
ヘ
キ
旨
答
ヘ
タ
ル
趣

ナ
リ

(
別
電
一
)

本

省

û
月

日
後
�
時
発

25

第
五
一
二
號

重
慶
政
權
ニ
對
ス
ル
緬
甸
經
由
武
器
︑
彈
藥
其
他
軍
需
品
ノ
輸
 
ハ

今
日
尙
惟
ニ
行
ハ
レ
居
ル
處
H
國
政
府
ト
シ
テ
ハ
重
慶
政
權
ニ
對
ス

ル
軍
事
行
動
�
行
ノ
必
�
上
此
ノ
上
�
記
物
6
ノ
輸
 
繼
續
ヲ
悪
-

3010



ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
就
テ
ハ
英
國
政
府
ニ
於
テ
武
器
彈
藥
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

諸
燃
料
殊
ニ
﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
其
ノ
他
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
鐵
V
材
料
ノ
如

キ
v
輸
6
材
等
重
慶
政
權
ノ
抗
戰
力
增
加
ニ
6
ス
ル
物
6
ノ
緬
甸
經

由
輸
 
停
止
ノ
爲
必
�
ナ
ル
措
置
ヲ
至
�
實
施
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
�

o
ス

(
別
電
二
)

本

省

û
月

日
後
�
時
発

25

第
五
一
三
號

重
慶
政
府
ニ
對
ス
ル
武
器
彈
藥
其
他
軍
需
品
ハ
從
來
主
ト
シ
テ
佛
領

印
度
支
:
及
緬
甸
經
由
輸
 
セ
ラ
レ
居
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
御
承
知
ノ
�

ニ
シ
テ
緬
甸
經
由
ノ
右
輸
 
停
止
ニ
關
シ
テ
ハ
旣
ニ
屢
々
英
國
側
ノ

善
處
ヲ
�
o
シ
タ
ル
�
第
ナ
ル
カ
今
後
佛
國
政
府
ハ
佛
印
經
由
重
慶

政
權
向
武
器
輸
 
停
止
方
ニ
關
ス
ル
H
國
政
府
申
入
ヲ
受
諾
シ
事
實

上
佛
印
支
國
境
ノ
�
面
的
閉
S
ヲ
實
施
ス
ル
ニ
至
レ
リ
︑
然
ル
ニ
緬

甸
經
由
輸
 
ハ
今
日
尙
繼
續
セ
ラ
レ
居
ル
旨
ノ
確
實
ナ
ル
=
報
ア
リ

殊
ニ
佛
印
方
面
ニ
於
ケ
ル
輸
 
停
止
ヨ
リ
生
ス
ヘ
キ
=
勢
ヲ
察
ス
ル

ト
キ
ハ
本
地
域
經
由
ノ
輸
 
ハ
今
後
益
々
增
加
ス
ヘ
ク
我
方
ト
シ
テ

極
メ
テ
之
ヲ
重
視
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
我
國
內
ニ
於
テ
モ
右
2
蔣
行
爲
ニ

對
ス
ル
不
滿
ノ
念
漸
�
熾
烈
ト
ナ
リ
ツ
ツ
ア
リ
此
ノ
上
問
題
ヲ
未
決

ノ
儘
放
置
ス
ル
時
ハ
日
英
間
ニ
不
滿
ノ
紛
糾
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ

保
セ
ス
就
テ
ハ
英
國
政
府
ニ
於
テ
武
器
彈
藥
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
諸
燃
料
特

ニ
﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
其
他
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
鐵
V
材
料
ノ
如
キ
v
輸
6
材

等
蔣
政
權
ノ
抗
戰
力
ヲ
增
加
ス
ル
物
6
ノ
緬
甸
經
由
輸
 
停
止
ヲ
至

�
實
行
セ
ラ
ル
ル
ト
共
ニ
H
國
政
府
ノ
m
得
シ
得
ル
方
法
ニ
依
リ
其

ノ
結
果
ヲ
實
證
セ
ラ
ル
ル
樣
措
置
方
此
ノ
際
强
ク
�
o
ス
ル
�
第
ニ

テ
英
國
側
ノ
è
|
ナ
ル
囘
答
ヲ
期
待
ス
ル
�
第
ナ
リ

尙
香
;
等
ヲ
仲
繼
ト
シ
溫
州
︑
福
州
︑
寧
波
其
他
ノ
支
:
沿
岸
地
方

ヲ
經
テ
多
量
ノ
武
器
其
他
軍
需
品
カ
祕
カ
ニ
重
慶
政
府
向
輸
 
セ
ラ

レ
居
ル
ニ
鑑
ミ
之
カ
嚴
重
取
締
方
�
o
ス

昭
和

年


月
á
日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
(
電
報
)

1907

15
援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
要
求
に
対
す
る
英
国
政
府
の
回
答

遅
延
を
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
弁
明
に
つ
い
て

本

省



月
á
日
発

第
五
五
〇
號

	
︑
四
日
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
大
使
ハ
�
官
ニ
對
シ
緬
甸
﹁
ル
ー
ト
﹂
問
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題
ニ
關
ス
ル
本
國
政
府
ノ
囘
答
遲
Õ
シ
居
ル
ハ
巷
間
噂
サ
レ
ル
カ

如
ク
米
國
ニ
協
議
シ
居
ル
カ
爲
ニ
非
ス
米
國
ニ
ハ
委
細
﹁
イ
ン
フ

オ
ー
ム
﹂
シ
居
ル
モ
協
議
シ
居
ル
事
實
ナ
シ
右
遲
Õ
ノ
原
因
ハ

﹁
ド
ミ
ニ
オ
ン
﹂
ト
ノ
聯
絡
ニ
時
日
ヲ
�
ス
ル
爲
ナ
リ
ト
陳
辯
シ

タ
ル
上
信
ス
ヘ
キ
=
報
ニ
依
レ
ハ
香
;
英
支
國
境
方
面
ニ
於
テ
一

兩
日
中
日
英
軍
間
ノ
衝
突
ア
ル
ヘ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
モ
萬
一
右
カ

事
實
ト
ス
レ
ハ
日
本
ノ
意
思
ニ
反
シ
日
英
間
ニ
﹁
グ
レ
ー
ブ
ス
チ

ュ
エ
イ
シ
ヨ
ン
﹂
ヲ
惹
起
ス
ル
�
第
ニ
付
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
旣
ニ

出
先
ニ
對
シ
極
力
自
制
方
申
 
リ
ア
リ
日
本
側
ニ
於
テ
モ
何
等
カ

措
置
セ
ラ
ル
ル
ヲ
得
ハ
幸
甚
ナ
リ
ト
k
ヘ
タ
リ

�
︑
右
ニ
對
シ
�
官
ヨ
リ
英
側
囘
答
カ
此
ノ
上
遲
Õ
ヲ
重
ネ
而
モ
不
滿

足
ナ
ル
內
容
ノ
モ
ノ
ナ
ル
カ
如
キ
場
合
ハ
折
角
天
津
問
題
ニ
關
ス

ル
協
定
等
ニ
依
リ
日
英
關
係
ヲ
改
善
セ
ン
ト
ス
ル
-
去
ノ
一
切
ノ

努
力
カ
水
ö
ニ
歸
ス
ル
�
第
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
|
ニ
而
モ
日
本
政
府

ニ
於
テ
滿
足
シ
得
ル
囘
答
ヲ
得
ル
コ
ト
o
マ
シ
ク
本
國
政
府
ニ
於

テ
日
英
關
係
ノ
大
局
的
見
地
ヨ
リ
|
ニ
本
件
ヲ
政
治
的
ニ
處
理
セ

ラ
レ
度
キ
旨
强
ク
申
入
レ
尙
香
;
國
境
問
題
ニ
付
テ
ハ
何
等
斯
ノ

如
キ
事
實
有
ル
コ
ト
ヲ
承
知
セ
サ
ル
旨
應
酬
シ
置
キ
タ
リ

米
︑
香
;
︑
河
內
︑
﹁
ラ
ン
グ
ー
ン
﹂
︑
南
京
︑
上
海
︑
北
京
ニ
轉
電

セ
リ

昭
和

年


月
�
日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
(
電
報
)

1908

15
援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
要
求
に
対
す
る
英
国
政
府
回
答
を

ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
提
出
に
つ
い
て

付
記
一

昭
和
十
五
年
七
月
八
日

右
英
国
政
府
回
答

二

昭
和
十
五
年
七
月
九
日
付
有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
本

邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
宛
公
信

日
中
和
平
に
関
す
る
英
国
政
府
の
協
力
提
議
を
拒
絶

す
る
旨
回
答

本

省



月
�
日
発

第
五
六
五
號
(
極
祕
)

d
電
第
五
一
一
號
ニ
關
シ

八
日
在
京
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
英
國
大
使
本
大
臣
ヲ
來
訪
シ
英
國
政
府

囘
答
ト
シ
テ

	
︑
香
;
ヲ
�
ス
ル
支
:
向
軍
需
品
輸
 
ハ
昨
年
一
月
以
來
事
實
上
禁

止
セ
ラ
レ
又
現
在
如
何
ナ
ル
種
類
ノ
軍
需
6
材
モ
輸
 
セ
ラ
レ
居
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ラ
サ
ル
ニ
付
日
本
ノ
�
求
ハ
旣
ニ
滿
タ
サ
レ
ヲ
ル
モ
ノ
ト
(
ム

(﹁
ク
﹂
大
使
持
參
ノ
書
キ
物
ニ
ハ

c
ro
ssin
g
th
e
fro
n
tie
r
ト
ア

リ
タ
ル
カ
問
答
ノ
末
右
ハ
海
上
輸
 
ヲ
含
ム
コ
ト
ヲ
承
諾
セ
リ
)

	
︑
緬
甸
ヲ
�
シ
若
干
ノ
武
器
彈
藥
カ
蔣
政
權
向
輸
 
セ
ラ
レ
居
ル
ハ

事
實
ナ
ル
モ
數
量
僅
少
ニ
シ
テ
同
政
權
ノ
抗
戰
力
增
大
ニ
寄
與
セ

リ
ト
ハ
(
メ
難
シ

	
︑
武
器
彈
藥
ノ
外
燃
料
︑
燃
料
油
︑
石
油
︑
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
鐵
V
材

料
等
ノ
輸
 
停
止
ヲ
求
メ
ラ
ル
ル
ハ
了
解
ニ
苦
シ
ム

	
︑
輸
 
禁
止
ヲ
�
求
セ
ラ
ル
ル
物
品
中
ニ
ハ
印
度
產
﹁
ビ
ル
マ
﹂
產

品
ア
リ
之
カ
禁
止
ハ
正
當
貿
易
ヲ
阻
j
ス

	
︑
第
三
國
品
ノ
輸
 
停
止
ハ
其
ノ
發
 
地
握
ニ
於
テ
之
ヲ
爲
ス
ヲ
J

當
ト
ス

	
︑
日
本
ノ
�
求
ハ
支
:
ニ
對
ス
ル
英
國
ノ
中
立
地
位
ニ
副
ハ
ス

其
ノ
他
西
比
利
亞
經
由
對
獨
物
6
輸
 
停
止
ニ
關
ス
ル
我
方
態
度
等

ヲ
擧
ケ
タ
ル
後
日
本
政
府
カ
本
件
�
求
ヲ
强
�
セ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ

日
英
關
係
ヲ
重
大
 
�
ニ
F
ク
モ
ノ
ト
言
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
處
右

カ
日
本
政
府
ノ
眞
意
ナ
リ
ト
ハ
信
セ
ス
�
ス
ル
ニ
緬
甸
﹁
ル
ー
ト
﹂

閉
S
ハ
支
:
事
變
解
決
ノ
一
助
タ
リ
得
ル
ニ
-
キ
ス
兩
當
事
國
ノ
受

諾
シ
得
ル
公
x
ナ
ル
x
和
ニ
依
ツ
テ
ノ
ミ
現
在
ノ
紛
爭
ヲ
l
了
セ
シ

メ
極
東
恆
久
x
和
ヲ
齎
ス
解
決
ニ
�
ミ
得
ヘ
シ
ト
ノ
見
地
ヨ
リ
英
國

政
府
ハ
H
國
政
府
ト
協
力
討
議
ス
ル
ノ
用
意
ア
ル
旨
ヲ
k
ヘ
タ
ル
ニ

付
本
大
臣
ヨ
リ
右
英
國
政
府
囘
答
ハ
H
國
政
府
ニ
於
テ
極
メ
テ
不
足

ナ
リ
ト
(
ム
ル
處
本
問
題
ノ
解
決
ヲ
�
Õ
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
國
民
感
=

ノ
惡
Y
ヲ
來
シ
日
英
兩
國
ノ
友
好
關
係
ニ
重
大
ナ
ル
影
�
ヲ
及
ホ
ス

Ý
ア
ル
ヲ
以
テ
之
カ
解
決
ハ
�
ヲ
�
ス
ル
ニ
付
英
國
政
府
ニ
於
テ
|

ニ
我
方
�
求
ヲ
容
レ
玆
一

間
乃
至
十
日
位
ノ
內
ニ
之
カ
解
決
ヲ
計

ル
ノ
�
ア
ル
�
第
ヲ
强
#
シ
置
ケ
リ

米
ニ
轉
電
セ
リ

(
付
記
一
)

S
to
p
p
a
g
e
o
f
S
u
p
p
lie
s
th
ro
u
g
h
H
o
n
g
k
o
n
g

T
h
e
tra
n
sit
o
f
m
u
n
itio
n
s
o
v
e
r
th
e
fro
n
tie
r
o
f
H
o
n
g
k
o
n
g

h
a
s
in
fa
c
t
b
e
e
n
p
ro
h
ib
ite
d
sin
c
e
Ja
n
u
a
ry
1
9
3
9
a
n
d
n
o
w
a
r

m
a
te
ria
ls
o
f
a
n
y
k
in
d
a
re
a
t
p
re
se
n
t
c
ro
ssin
g
th
e
fro
n
tie
r.

In
th
e
se
c
irc
u
m
sta
n
c
e
s
it
w
o
u
ld
se
e
m

th
a
t
th
e
Ja
p
a
n
e
se

re
q
u
ire
m
e
n
ts
h
a
v
e
a
lre
a
d
y
b
e
e
n
m
e
t.

S
to
p
p
a
g
e
o
f
S
u
p
p
lie
s
th
ro
u
g
h
B
u
rm
a

H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e
ta
k
e
n

n
o
te
o
f
th
e
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v
ie
w
s
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
w
ith
re
g
a
rd
to
th
e

tra
n
sp
o
rt
o
f
a
rm
s,
a
m
m
u
n
itio
n
a
n
d
su
p
p
lie
s
v
ia
B
u
rm
a
to

th
e
N
a
tio
n
a
l
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
o
f
C
h
in
a
.

It
is
tru
e

th
a
t
th
e

p
a
ssa
g
e

o
f
c
e
rta
in

a
rm
s
a
n
d

m
u
n
itio
n
s
to
th
e
N
a
tio
n
a
l
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
o
f
C
h
in
a
d
o
e
s
ta
k
e

p
la
c
e
v
ia
B
u
rm
a
,b
u
t
th
e
to
ta
l
fig
u
re
s
fo
r
1
9
3
9
a
n
d
th
o
se
fo
r

th
e
first
5
m
o
n
th
s
o
f
1
9
4
0
le
n
d
n
o
su
p
p
o
rt
to
th
e
v
ie
w
th
a
t

th
is
tra
ffic
a
ffo
rd
s
a
n
y
v
e
ry
m
a
te
ria
l
c
o
n
trib
u
tio
n
to
th
e

a
rm
e
d
stre
n
g
th
o
f
th
e
C
h
in
e
se
N
a
tio
n
a
l
G
o
v
e
rn
m
e
n
t.
F
o
r

so
m
e
tim
e
p
a
st
th
e
q
u
a
n
tity
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
l
fro
m

th
e

U
n
ite
d
K
in
g
d
o
m

w
h
ic
h
w
a
s
c
a
rrie
d
o
v
e
r
th
e
B
u
rm
a
ro
u
te

to
C
h
in
a
h
a
s
b
e
e
n
in
sig
n
ific
a
n
t,a
n
d
it
is
lik
e
ly
to
re
m
a
in
so
.

H
is

M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t

th
e
re
fo
re

w
o
u
ld

fin
d

th
e
m
se
lv
e
s
u
n
a
b
le
to
a
c
c
e
p
t
th
e
v
ie
w

th
a
t
th
e
su
p
p
ly
o
f

w
a
r
m
a
te
ria
ls
b
y
G
re
a
t
B
rita
in
to
th
e
N
a
tio
n
a
l
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

o
f
C
h
in
a
is
a
d
ire
c
t
c
a
u
se
o
f
th
e
p
ro
lo
n
g
a
tio
n
o
f
h
o
stilitie
s.

It
is
h
o
w
e
v
e
r
n
o
te
d
th
a
t
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in

th
e
ir

c
o
m
m
u
n
ic
a
tio
n

re
fe
r

n
o
t

o
n
ly

to

a
rm
s

a
n
d

a
m
m
u
n
itio
n
b
u
t
a
lso
to
fu
e
l,
fu
e
l-o
il
a
n
d
p
e
tro
l,
tru
c
k
s
a
n
d

ra
ilw
a
y
m
a
te
ria
ls.H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
fin
d
d
iffic
u
lty

in
a
p
p
re
c
ia
tin
g
th
e
b
a
sis
o
n
w
h
ic
h
th
e
re
q
u
e
st
is
m
a
d
e
to

sto
p
th
e
p
a
ssa
g
e
o
f
th
e
se
m
a
te
ria
ls,
c
e
rta
in
o
f
w
h
ic
h
a
re

p
ro
d
u
c
ts
o
f
B
u
rm
a
itse
lf.
In

so
fa
r
a
s
th
is
ro
u
te
is
a

le
g
itim
a
te
tra
d
e
ro
u
te
w
h
ic
h
c
o
n
trib
u
te
s
to
th
e
w
e
lfa
re
o
f

th
e
p
e
o
p
le
o
f
B
u
rm
a
a
n
d
In
d
ia
,
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

fe
e
l
th
a
t
in
m
a
k
in
g
th
is
re
q
u
e
st
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

a
re
a
sk
in
g
th
e
m

to
ta
k
e
a
c
tio
n
w
h
ic
h
is
in
c
o
n
siste
n
t
w
ith

th
e
ir
o
b
lig
a
tio
n
s
to
th
e
se
tw
o
c
o
u
n
trie
s.
M
o
re
o
v
e
r
th
e

g
o
o
d
s
w
h
ic
h
p
a
ss
o
v
e
r
th
is
ro
u
te
to
C
h
in
a
e
m
a
n
a
te
fro
m

th
ird
P
o
w
e
rs
a
n
d
if
se
rio
u
s
d
islo
c
a
tio
n
is
n
o
t
to
b
e
c
a
u
se
d
to

th
e
tra
d
e
o
f
th
o
se
P
o
w
e
rs
it
w
o
u
ld
se
e
m
n
e
c
e
ssa
ry
th
a
t
a
n
y

sto
p
p
a
g
e

o
f
su
p
p
lie
s

sh
o
u
ld

b
e

m
a
d
e

a
t
th
e

so
u
rc
e
.

C
o
m
p
lia
n
c
e
w
ith

th
e
Ja
p
a
n
e
se
re
q
u
e
st
w
o
u
ld

in

e
ffe
c
t

in
v
o
lv
e
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in
a
d
e
p
a
rtu
re
fro
m

n
e
u
tra
lity

a
n
d

w
o
u
ld

a
m
o
u
n
t
to
d
isc
rim
in
a
tio
n

a
g
a
in
st

C
h
in
a
.
In
stric
t
n
e
u
tra
lity
a
re
q
u
e
st
to
c
u
t
o
ff
m
a
te
ria
ls
in

q
u
e
stio
n
fro
m

C
h
in
a
sh
o
u
ld
in
v
o
lv
e
a
sim
ila
r
sto
p
p
a
g
e
o
f

su
p
p
lie
s
to
Ja
p
a
n
,
b
u
t
th
is
o
f
c
o
u
rse
is
in
n
o
w
a
y
th
e
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in
te
n
tio
n
o
f
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t.

In
c
o
n
n
e
x
io
n
w
ith
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t’s
re
q
u
e
st

th
a
t
th
e
B
u
rm
a
ro
u
te
sh
o
u
ld
b
e
c
lo
se
d
to
tra
ffic
to
C
h
in
a
,it

is
n
o
t
irre
le
v
a
n
t
to
re
c
a
ll
th
a
t
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

h
a
v
e
la
te
ly

b
e
e
n

e
n
d
e
a
v
o
u
rin
g

to
se
c
u
re
th
e
Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t’s
a
sse
n
t
to
th
e
sto
p
p
a
g
e
o
f
c
e
rta
in
m
a
te
ria
ls
to

G
e
rm
a
n
y
w
ith
w
h
o
m

th
e
U
n
ite
d
K
in
g
d
o
m

a
re
e
x
p
lic
itly
a
t

w
a
r.
W
h
ile
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e
in
d
ic
a
te
d
th
e
ir

w
illin
g
n
e
ss,
u
n
d
e
r
c
e
rta
in
c
o
n
d
itio
n
s,
to
a
rra
n
g
e
n
o
t
to
re
-

e
x
p
o
rt
to
G
e
rm
a
n
y
g
o
o
d
s
w
h
ic
h
th
e
y
h
a
v
e
p
u
rc
h
a
se
d
fro
m

th
e

B
ritish

E
m
p
ire
,
th
e
y

h
a
v
e

d
e
c
lin
e
d

to

g
iv
e

a
n
y

a
ssu
ra
n
c
e
s
in
re
sp
e
c
t
o
f
o
th
e
r
Ja
p
a
n
e
se
im
p
o
rts,
a
n
d
h
a
v
e

b
e
e
n
u
n
w
illin
g
e
v
e
n
to
d
isc
u
ss
th
e
lim
ita
tio
n
o
f
e
x
p
o
rts
v
ia

S
ib
e
ria
o
f
g
o
o
d
s
p
ro
d
u
c
e
d
in
Ja
p
a
n
a
n
d
M
a
n
c
h
u
k
u
o
.

F
o
r
a
ll
th
e
se
re
a
so
n
s
it
w
ill
b
e
e
v
id
e
n
t
to
th
e
Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
th
a
t,
w
e
re
th
e
y
to
p
re
ss
th
e
ir
re
q
u
e
st,
th
e
y

w
o
u
ld
p
la
c
e
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in
a
p
o
sitio
n
o
f

g
re
a
t
e
m
b
a
rra
ssm
e
n
t.
T
h
is
c
o
u
ld
n
o
t
b
u
t
c
a
u
se
a
se
rio
u
s

c
risis

in

A
n
g
lo
-Ja
p
a
n
e
se

re
la
tio
n
s

a
n
d

H
is

M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
re
u
n
w
illin
g
to
b
e
lie
v
e
th
a
t
th
is
is
in
fa
c
t
th
e

d
e
sire

o
f

th
e

Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t.
H
is

M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
fu
lly
a
p
p
re
c
ia
te
th
e
a
n
x
ie
ty
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
to
b
rin
g
to
a
n
e
n
d
th
e
h
o
stilitie
s
w
h
ic
h
H
is

M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e
th
e
m
se
lv
e
s
fro
m

th
e
o
u
tse
t

d
e
p
lo
re
d
.
B
u
t
th
e
c
lo
sin
g
o
f
th
e
B
u
rm
a
R
o
a
d
c
o
u
ld
a
t
th
e

b
e
st
fu
rn
ish
o
n
ly
a
p
a
rtia
l
so
lu
tio
n
o
f
th
e
p
ro
b
le
m
w
h
ic
h
th
e

Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e
se
t
th
e
m
se
lv
e
s.
H
is
M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
v
e
n
tu
re
to
e
x
p
re
ss
th
e
v
ie
w

th
a
t
o
n
ly
b
y
a

ju
st
a
n
d
e
q
u
ita
b
le
p
e
a
c
e
a
c
c
e
p
ta
b
le
to
b
o
th
p
a
rtie
s
w
ill
th
e

p
re
se
n
t
u
n
fo
rtu
n
a
te
d
isp
u
te
b
e
te
rm
in
a
te
d
a
n
d
th
u
s
p
a
v
e

th
e
w
a
y
to
a
g
e
n
e
ra
l
a
n
d
c
o
n
stru
c
tiv
e
se
ttle
m
e
n
t
w
h
ic
h

w
ill
b
rin
g
la
stin
g
p
e
a
c
e
a
n
d
p
ro
sp
e
rity
to
th
e
F
a
r
E
a
st.
H
is

M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
fo
r
th
e
ir
p
a
rt
a
re
re
a
d
y
a
n
d
w
illin
g

to
a
ffo
rd
th
e
ir
c
o
o
p
e
ra
tio
n
a
n
d
to
e
n
te
r
u
p
o
n
d
isc
u
ssio
n
s
to

a
c
h
ie
v
e
th
is
e
n
d
.

(
付
記
二
)

C
o
n
fid
e
n
tia
l
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Ju
ly
9
th
,
1
9
4
0
.

M
y
d
e
a
r
A
m
b
a
ssa
d
o
r,

W
ith
re
g
a
rd
to
th
e
su
g
g
e
stio
n
w
h
ic
h
Y
o
u
r
E
x
c
e
lle
n
c
y

m
a
d
e
to
w
a
rd
th
e
e
n
d
o
f
o
u
r
y
e
ste
rd
a
y
’s
ta
lk
th
a
t
th
e

B
ritish
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
w
o
u
ld
b
e
w
illin
g
to
c
o
o
p
e
ra
te
fo
r
th
e

so
lu
tio
n
o
f
th
e
C
h
in
a
in
c
id
e
n
t
a
n
d
so
o
n
,
I
h
a
v
e
sin
c
e
m
a
d
e

c
a
re
fu
l
c
o
n
sid
e
ra
tio
n
a
n
d
c
o
m
e
to
a
c
o
n
c
lu
sio
n
th
a
t
th
e

a
b
o
v
e
su
g
g
e
stio
n
w
o
u
ld
ta
k
e
a
c
o
n
sid
e
ra
b
ly
lo
n
g
tim
e
to

b
e
a
r
its
fru
it
a
n
d
c
o
n
se
q
u
e
n
tly
w
o
u
ld
n
o
t
c
o
n
trib
u
te
to
th
e

sp
e
e
d
y

so
lu
tio
n

o
f

th
e

p
re
se
n
t

p
ro
b
le
m
.
I

re
q
u
e
st,

th
e
re
fo
re
,
th
a
t
th
e

a
b
o
v
e

su
g
g
e
stio
n

b
e

re
g
a
rd
e
d

a
s

u
n
a
c
c
e
p
ta
b
le
a
n
d
th
a
t
Y
o
u
r
E
x
c
e
lle
n
c
y
w
o
u
ld
b
e
g
o
o
d

e
n
o
u
g
h
to
ta
k
e
im
m
e
d
ia
te
ste
p
s
to
c
a
u
se
Y
o
u
r
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

to
m
e
e
t,
b
y
a
m
e
a
n
s
w
h
ic
h
I
su
g
g
e
ste
d
y
e
ste
rd
a
y
a
s
a
n

e
x
a
m
p
le
o
r
b
y
so
m
e
o
th
e
r
a
p
p
ro
p
ria
te
m
e
a
n
s,
th
e
re
q
u
e
st

o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
to
c
lo
se
th
e
B
u
rm
a
R
o
a
d
.A
s
I

to
ld
y
o
u
o
n
th
a
t
o
c
c
a
sio
n
I
a
m

d
e
e
p
ly
c
o
n
c
e
rn
e
d
w
ith
th
e

d
e
p
lo
ra
b
le

e
ffe
c
ts
w
h
ic
h

fu
rth
e
r
p
o
stp
o
n
e
m
e
n
t
o
f
th
e

so
lu
tio
n
o
f
th
e
p
re
se
n
t
p
ro
b
le
m

w
o
u
ld
p
o
ssib
ly
h
a
v
e
o
n

A
n
g
lo
-Ja
p
a
n
e
se
re
la
tio
n
s.

Y
o
u
rs
v
e
ry
sin
c
e
re
ly
,

H
is
E
x
c
e
lle
n
c
y

S
ir
R
o
b
e
rt
L
.
C
ra
ig
ie
,

B
ritish
A
m
b
a
ssa
d
o
r.

昭
和

年


月
�
日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
(
電
報
)

1909

15
援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
要
求
へ
の
英
国
回
答
を
不
満
と
し

て
至
急
適
当
の
理
由
を
設
け
て
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
一
時

禁
絶
方
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
へ
申
入
れ
に
つ
い
て

本

省



月
�
日
発

第
五
六
六
號
(
館
長
符
號
扱
︑
極
祕
)

d
電
第
五
六
五
號
會
談
ノ
際
本
大
臣
ヨ
リ
﹁
ク
﹂
大
使
ニ
對
シ
本
件

ハ
至
�
解
決
ヲ
�
ス
ル
ヲ
以
テ
英
國
政
府
ニ
於
テ
不
取
敢
曩
ニ
H
國

政
府
ヨ
リ
輸
 
禁
遏
方
列
擧
セ
ル
重
�
品
目
中
我
方
ノ
重
握
ヲ
置
ク

モ
ノ
ヲ
J
ヒ
J
當
ノ
理
由
(
例
ヘ
ハ
公
安
ノ
理
由
)
ヲ
設
ケ
一
時
禁
輸

ト
シ
必
�
ニ
應
シ
禁
輸
期
間
ヲ
Õ
長
ス
ル
等
ノ
方
法
ニ
依
リ
至
�
本

問
題
ノ
實
際
的
解
決
ヲ
計
ル
ノ
肝
�
ナ
ル
�
第
ヲ
强
#
シ
尙
英
側
申

3016



出
ノ
支
:
事
變
解
決
ニ
關
シ
協
力
方
ニ
關
シ
テ
ハ
硏
究
ヲ
約
シ
置
キ

タ
ル
カ
九
日
熟
考
ノ
結
果
之
ヲ
﹁
ド
ロ
ツ
プ
﹂
ス
ル
旨
﹁
ク
﹂
ニ
申

入
レ
タ
リ

貴
使
ヨ
リ
モ
�
記
趣
旨
英
國
政
府
ニ
申
入
レ
置
カ
レ
度

米
ニ
轉
電
セ
リ

昭
和

年


月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1910

15

11

米
ソ
の
ビ
ル
マ
経
由
対
中
軍
需
品
輸
送
は
阻
止
困
難

と
の
英
国
外
務
次
官
弁
明
を
反
駁
し
ビ
ル
マ
ル
ー
ト

封
鎖
を
実
施
す
る
よ
う
説
得
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
五
年
七
月
十
三
日
発
在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
電
報
第
一
二
二
一
号

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
封
鎖
を
実
現
す
る
た
め
の
対
英
措
置

振
り
に
つ
き
意
見
具
申ロ

ン
ド
ン



月

日
後
発

11

本

省



月

日
後
着

12

第
一
二
一
一
號
(
極
祕
)

貴
電
第
五
六
五
號
ニ
關
シ
八？
日
本
使
﹁
バ
﹂
�
官
ニ
面
會
緬
甸
問
題

解
決
ノ
�
務
ヲ
力
說
シ
﹁
バ
﹂
ノ
-
日
說
明
セ
ル
支
:
問
題
ヲ
中
心

ト
ス
ル
理
解
ア
ル
態
度
ハ
東
京
ニ
於
テ
ハ
﹁
ク
レ
ギ
ー
﹂
ヨ
リ
表
示

セ
ラ
レ
サ
リ
シ
ヲ
@
憾
ト
ス
ル
旨
ヲ
モ
附
加
シ
置
キ
タ
ル
カ
﹁
バ
﹂

ハ
緬
甸
問
題
ニ
付
テ
ハ
英
國
產
品
ヲ
阻
止
ス
ル
コ
ト
ハ
容
易
ナ
ル
モ

緬
甸
(
石
油
等
)
及
印
度
產
品
ノ
國
境
�
-
ノ
外
米
蘇
ノ
軍
需
品
輸
 

ハ
阻
止
ス
ル
ノ
困
難
ナ
ル
ヲ
繰
]
シ
k
ヘ
タ
ル
ニ
付
本
使
ヨ
リ
﹁
元

來
緬
甸
�
-
ノ
問
題
ハ
重
慶
2
助
ノ
宣
傳
ニ
使
ハ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
人

目
ヲ
惹
キ
タ
ル
モ
英
國
ト
シ
テ
ハ
實
際
的
ニ
如
何
樣
ト
モ
ナ
ル
問
題

ニ
ア
ラ
ス
ヤ
尙
又
最
�
頻
リ
ニ
=
報
省
其
ノ
他
ヨ
リ
英
國
ハ
米
︑
蘇

ト
聯
繫
シ
テ
日
本
其
ノ
他
ヲ
抑
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
趣
旨
放
 
セ

ラ
レ
居
ル
モ
右
ハ
何
カ
ノ
感
1
ト
思
ハ
ル
蘇
聯
カ
英
國
ノ
自
由
ニ
ナ

ル
ヤ
否
ヤ
ハ
別
問
題
ト
シ
テ
米
國
モ
何
等
�
體
的
利
權
ナ
キ
支
:
問

題
ニ
付
日
本
ノ
欲
ス
ル
x
和
秩
序
ノ
恢
復
ニ
反
對
シ
恰
モ
他
人
ノ
家

ニ
來
リ
テ
主
人
ノ
如
ク
振
舞
フ
コ
ト
ハ
ナ
サ
サ
ル
ヘ
ク
日
本
ハ
東
亞

問
題
ハ
自
ラ
處
置
ス
ル
重
大
ナ
ル
決
意
ヲ
有
ス
ル
�
第
ニ
テ
英
國
モ

支
:
問
題
ニ
付
テ
ハ
政
治
的
目
的
ナ
シ
ト
旣
ニ
言
ハ
レ
居
ル
�
第
ナ

リ
夫
レ
ニ
拘
ラ
ス
緬
甸
問
題
ノ
如
キ
小
問
題
ニ
米
蘇
等
ノ
軍
需
品

(
右
ハ
他
B
ニ
使
用
ス
ル
カ
�
務
ナ
ル
ヘ
シ
)
ヲ
云
々
ス
ル
ハ
一
應
理

論
ノ
如
ク
聞
ユ
ル
モ
日
本
人
ハ
英
國
カ
米
︑
蘇
ヲ
語
ラ
ヒ
テ
日
本
ニ

2 ビルマ・香港ルート
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壓
�
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ノ
考
ナ
リ
ト
反
映
シ

︵
マ
マ
︶

而
モ
�
k
ノ
如
キ
事
實
ハ
何

等
壓
�
ニ
ハ
ナ
ラ
ス
唯
惡
感
ノ
ミ
殘
ス
結
果
ト
ナ
リ
甚
タ
面
白
カ
ラ

ス
尙
路
_
新
聞
報
V
等
モ
此
ノ
邊
ニ
A
意
ヲ
�
ス
ヘ
シ
﹂
ト
k
ヘ
タ

ル
處
﹁
バ
﹂
ハ
其
ノ
邊
ノ
コ
ト
ハ
成
�
了
解
セ
リ
日
本
關
係
ハ
是
非

共
#
§
ヲ
�
ス
ル
�
第
ニ
付
明
日
迄
ニ
ハ
外
相
ト
相
談
ノ
上
緬
甸
問

題
モ
�
捗
ヲ
見
得
ヘ
シ
ト
k
ヘ
居
リ
タ
リ
尙
東
京
會
談
﹁
ク
レ
ギ

ー
﹂
報
吿
ハ
先
方
ヨ
リ
傳
ヘ
來
リ
居
リ
�
記
英
國
政
府
再
囘
訓
モ
知

ラ
セ
越
ス
旨
申
シ
居
レ
リ

(
付

記
)

ロ
ン
ド
ン



月

日
後
発

13

本

省



月

日
夜
着

14

第
一
二
二
一
號
(
館
長
符
號
扱
)

d
電
第
一
二
一
一
號
ニ
關
シ

	
︑
本
件
交
涉
ニ
當
リ
テ
ハ
我
參
謀
本
部
カ
英
國
ニ
對
シ
脅
�
的
態
度

ヲ
以
テ
開
始
セ
ル
經
梓
ア
リ
九
日
外
務
省
係
官
カ
岡
本
ニ
對
シ
貴

地
交
涉
內
容
ニ
付
說
明
セ
ル
際
モ
右
ヲ
指
易
シ
右
カ
本
件
措
置
ニ

際
シ
英
側
ノ
最
モ
困
難
ヲ
感
ス
ル
�
第
ナ
リ
ト
k
ヘ
居
リ
此
ノ
握

ニ
付
テ
ハ
之
迄
一
々
報
吿
ハ
セ
サ
リ
シ
モ
先
方
ノ
'
解
ヲ
解
ク
爲

當
方
ト
シ
テ
ハ
最
モ
苦
心
ス
ル
�
第
ナ
リ
御
承
知
ノ
�
リ
英
國
ニ

對
ス
ル
�
求
主
張
ハ
�
迄
强
ク
堅
持
ス
ル
コ
ト
之
カ
貫
徹
ノ
素
因

ナ
ル
モ
形
式
ハ
充
分
考
慮
シ
特
ニ
脅
�
ニ
亘
ル
カ
如
キ
印
象
ヲ
�

ク
ル
コ
ト
交
涉
上
必
�
ノ
コ
ト
ト
存
ス

�
︑
英
國
現
政
府
ヲ
�
成
ス
ル
各
勢
力
ノ
複
雜
ナ
ル
關
係
ニ
モ
Ò
ミ
本

件
解
決
促
�
ノ
爲
ニ
ハ
外
務
省
筋
ノ
了
解
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
他
ニ
モ

手
ヲ
盡
ス
コ
ト
カ
必
�
ナ
リ
特
ニ
首
相
ニ
對
シ
テ
ハ
其
ノ
昵
懇
者

タ
ル
閣
內
有
力
者
ヲ
シ
テ
親
シ
ク
之
ヲ
解
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
爾
余

ノ
關
係
方
面
ヲ
モ
0
發
セ
ル
カ
右
ニ
付
テ
ハ
當
館
聯
絡
者
ノ
盡
力

大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
特
記
シ
タ
シ

0
︑
日
本
ト
英
國
ト
ノ
關
係
惡
Y
ヲ
企
圖
ス
ル
極
左
方
面
ハ
蘇
︑
支
大

使
館
ト
聯
絡
シ
凡
ユ
ル
妨
j
ヲ
試
ミ
右
ハ
內
政
問
題
ト
モ
關
聯
シ

左
傾
新
聞
ノ
宣
傳
活
動
ト
ナ
リ
タ
リ
又
英
政
府
內
ニ
勢
力
ヲ
有
ス

ル
保
守
黨
左
傾
分
子
ハ
元
來
連
帶
保
障

ニ
テ
此
ノ
握
勞
働
黨
ト

對
支
感
=
ヲ
等
シ
ク
シ
極
左
勢
力
ノ
策
動
ニ
乘
セ
ラ
ル
ル
傾
向
ア

ル
ハ
A
意
ヲ
�
ス
尤
モ
對
獨
戰
�
行
ノ
大
目
的
ノ
爲
ニ
ハ
對
日
關

係
ヲ
Ò
慮
改
善
ス
ル
コ
ト
必
�
ナ
リ
ト
ノ
握
ニ
於
テ
ハ
大
体
異
存

ナ
キ
カ
如
シ
﹁
ハ
リ
フ
ア
ツ
ク
ス
﹂
﹁
バ
ト
ラ
ー
﹂
等
ノ
穩
健
意

見
h
用
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ト
思
ハ
ル
尙
=
報
ニ
依
レ
ハ
首
相

3018



ハ
日
本
ト
事
ヲ
�
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
大
体
方
針
ヲ
以
テ
當
局
ヲ
指

F
セ
ル
カ
勞
働
黨
內
ニ
於
テ
ハ
﹁
ア
ト
レ
イ
﹂
ハ
稍
態
度
£
和
シ

來
リ
日
英
關
係
改
善
ニ
異
議
ヲ
挿
マ
サ
ル
モ
感
=
家
タ
ル
﹁
グ
リ

ー
ン
ウ
ツ
ド
﹂
ハ
未
タ
ニ
在
野
當
時
ト
同
樣
反
日
2
支
態
度
ヲ
固

執
シ
居
ル
趣
ナ
リ

�
︑
英
國
從
來
ノ
新
聞
論
#
ハ
外
務
省
乃
至
=
報
省
邊
ノ
意
ヲ
受
ケ
居

ル
處
英
國
ノ
外
交
方
針
ハ
米
蘇
ト
連
繫
シ
テ
東
ニ
於
テ
ハ
日
本
ヲ

抑
ヘ
西
ニ
於
テ
ハ
獨
逸
ニ
對
抗
ス
ル
ニ
ア
リ
ト
言
フ
種
類
ノ
宣
傳

主
張
專
ラ
ナ
リ
シ
カ
當
方
諜
報
者
カ
米
國
大
使
館
ヨ
リ
聞
知
セ
ル

B
ニ
依
レ
ハ
﹁
ケ
ネ
デ
ー
﹂
カ
英
外
務
當
局
ト
會
談
中
本
件
ニ
言

及
セ
ル
際
米
國
ト
シ
テ
ハ
英
國
カ
余
リ
ニ
米
國
ヲ
引
合
ヒ
ニ
出
ス

コ
ト
ハ
寧
ロ
�
惑
ナ
リ
ト
ノ
意
味
合
ヲ
應
答
セ
ル
ヤ
ニ
テ
右
ハ
或

ハ
米
大
統
領
ノ
祕
書
ノ
﹁
モ
ン
ロ
ー
﹂
主
義
ニ
關
ス
ル
發
表
ト
Ç

分
ノ
符
合
ア
ル
ヤ
ニ
モ
思
ハ
レ
タ
リ
由
來
支
:
問
題
ニ
付
テ
ハ
英

米
カ
常
ニ
密
接
協
力
シ
居
ル
ヤ
ニ
想
像
セ
ラ
レ
Ö
ニ
テ
又
右
樣
ノ

宣
傳
頻
リ
ニ
行
ハ
レ
ル
モ
本
使
ノ
見
ル
B
ハ
必
ス
シ
モ
然
ラ
ス
米

國
ハ
目
下
內
政
及
歐
洲
問
題
ニ
沒
頭
シ
居
ル
際
ニ
テ
日
本
ノ
行
動

又
ハ
主
張
ニ
シ
テ
極
端
ニ
亘
ラ
サ
ル
限
リ
ハ
必
ス
シ
モ
英
國
ノ
自

由
ニ
甘
ン
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
他
方
英
國
モ
亦
可
成
リ
自
主
的
ニ

働
キ
居
ル
樣
(
メ
ラ
レ
從
テ
本
使
ハ
十
日
﹁
バ
﹂
�
官
(
d
電
第

一
二
一
一
號
)
ニ
對
シ
テ
モ
英
國
側
ハ
米
蘇
ト
合
作
シ
日
本
ヲ
牽

制
ス
ル
ヤ
ニ
宣
傳
シ
居
ル
モ
H
國
ノ
覺
悟
ハ
之
ニ
テ
左
右
セ
ラ
レ

ス
又
米
國
ト
シ
テ
モ
如
斯
ク
愚
ナ
ル
態
度
ニ
出
テ
サ
ル
ヘ
キ
ヲ
確

信
ス
ト
ノ
趣
旨
ニ
テ
英
國
側
ノ
反
省
ヲ
促
シ
置
キ
タ
ル
�
第
ナ
リ

�
ニ
今
�
事
件
ニ
關
聯
シ
南
京
︑
重
慶
兩
政
府
カ
�
協
シ
x
和
克

,
ヲ
見
ハ
日
英
問
題
ハ
自
ラ
解
Æ
ス
ヘ
シ
ト
ノ
見
地
ヨ
リ
英
國
內

ニ
モ
右
ヲ
促
�
シ
度
ト
ノ
氣
持
働
キ
ツ
ツ
ア
リ
右
ハ
漸
�
米
國
ニ

モ
波
及
セ
ス
ト
モ
限
ラ
ス
何
レ
ニ
セ
ヨ
支
:
問
題
ニ
對
シ
直
接
間

接
ノ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
英
米
ノ
氣
持
ヲ
漸
�
轉
換
セ
シ
メ
支
:
ノ
x

和
恢
復
ニ
間
接
ニ
好
意
ヲ
持
タ
シ
ム
ル
樣
0
發
誘
F
ス
ル
コ
ト
有

益
ナ
ル
ヘ
シ
ト
存
セ
ラ
ル

昭
和

年


月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
宛
(
電
報
)

1911

15

13

ビ
ル
マ
経
由
軍
需
物
資
輸
送
を
三
か
月
間
停
止
す
る

旨
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
回
答
に
つ
い
て

付
記
一

右
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
口
上
書

二

右
発
表
案

2 ビルマ・香港ルート
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本

省



月

日
発

13

第
五
七
五
號

十
二
日
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
大
使
本
大
臣
ヲ
來
訪
シ
英
政
府
從
來
ノ
B

見
ヲ
簡
單
ニ
繰
]
シ
タ
ル
後
緬
甸
﹁
ル
ー
ト
﹂
ノ
問
題
ノ
如
キ
カ
兩

國
間
ニ
存
在
ス
ル
間
ハ
更
ニ
大
ナ
ル
問
題
ニ
付
冷
靜
且
建
設
的
ニ
話

ヲ
�
ム
ル
コ
ト
不
可
能
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
Ò
慮
シ
英
政
府
ハ
三
ケ
月
ノ

期
間
緬
甸
ヲ
�
ス
ル
軍
用
材
料
(
武
器
︑
彈
藥
︑
﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
﹁
ト

ラ
ツ
ク
﹂
更
ニ
本
大
臣
ノ
�
求
ニ
依
リ
鐵
V
材
料
ヲ
附
加
ス
)
ノ
輸

 
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
但
シ
右
期
間
ニ
於
テ
八
日
會
談
ノ
際
申

入
レ
タ
ル
最
後
ノ
握
卽
チ
東
亞
ニ
公
正
ナ
ル
x
和
ヲ
招
來
ス
ル
樣
特

ニ
努
力
ア
リ
度
キ
旨
k
ヘ
タ
ル
ニ
付
本
大
臣
ヨ
リ
右
禁
輸
カ
完
�
ニ

行
ハ
ル
ル
コ
ト
ニ
付
領
事
館
員
等
ヲ
シ
テ
之
カ
檢
査
ニ
當
ラ
シ
ム
ヘ

キ
必
�
ヲ
主
張
シ
タ
ル
ニ
﹁
ク
﹂
ハ
强
硬
ニ
反
對
シ
種
々
論
議
ヲ
重

ネ
タ
ル
カ
輸
出
ノ
狀
況
︑
數
字
等
ハ
充
分
ニ
領
事
ニ
供
給
ス
ヘ
シ
ト

ノ
コ
ト
ニ
テ
又
領
事
乃
至
領
事
館
員
ノ
緬
甸
各
地
ヲ
旅
行
ス
ル
コ
ト

ハ
自
由
ナ
リ
ト
ノ
了
解
ニ
落
着
ケ
リ
尙
﹁
ク
﹂
ヨ
リ
日
本
ニ
於
ケ
ル

反
英
v
動
ハ
之
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
度
旨
k
ヘ
タ
ル
ニ
付
本
大
臣
ハ
反
英

v
動
ニ
付
テ
ハ
從
來
ノ
英
國
側
�
リ
方
カ
J
當
ナ
ラ
サ
リ
シ
モ
ノ
ト

思
考
ス
英
國
側
ハ
日
本
ノ
友
好
關
係
的
�
求
ヲ
容
レ
居
ラ
ル
ル
モ
天

津
問
題
ノ
如
キ
一
年
ヲ
�
シ
本
件
ニ
付
テ
モ
第
一
囘
ニ
テ
ハ
不
滿
足

ナ
ル
囘
答
ヲ
爲
シ
今
囘
モ
部
分
的
ニ
當
方
�
求
ヲ
滿
ス
カ
如
キ
態
度

ニ
出
テ
ラ
レ
折
角
日
本
ノ
�
求
ヲ
容
レ
ラ
ル
ル
モ
其
ノ
效
果
ハ
極
メ

テ
�
キ
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト
テ
此
ノ
握
ニ
A
意
ヲ
喚
起
シ
置
ク
ト
共

ニ
語
ヲ
繼
キ
日
本
國
民
ノ
對
英
反
感
ハ
强
ク
今
直
ク
大
ナ
ル
效
果
ヲ

期
待
シ
難
キ
處
自
分
ハ
日
英
關
係
ヲ
好
ク
ス
ル
コ
ト
ハ
現
狀
ニ
テ
ハ

困
難
ナ
ル
故
尠
ク
ト
モ
惡
ク
セ
サ
ル
コ
ト
カ
肝
�
ナ
リ
ト
思
考
ス
ル

旨
k
ヘ
タ
リ

尙
期
間
ヲ
三
ケ
月
ト
ス
ル
モ
其
ノ
際
再
ヒ
之
ヲ
Õ
期
セ
シ
ム
ル
コ
ト

可
能
ト
(
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
受
諾
シ
置
キ
タ
ル
カ
本
件
ハ
是
ニ
テ

一
應
�
結
セ
ル
モ
ノ
ト
シ
發
表
ニ
關
シ
テ
ハ
目
下
審
議
中
ニ
シ
テ
多

分
十
五
日
ト
ナ
ル
豫
定
ナ
リ

米
ニ
轉
電
セ
リ

(
付
記
一
)

O
R
A
L

H
is

M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t

h
a
v
e

g
iv
e
n

c
a
re
fu
l

c
o
n
sid
e
ra
tio
n
to
th
e
re
p
o
rt
w
h
ic
h
I
su
b
m
itte
d
to
th
e
m

im
m
e
d
ia
te
ly
a
fte
r
m
y
in
te
rv
ie
w

w
ith
Y
o
u
r
E
x
c
e
lle
n
c
y
o
n
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th
e
8
th
in
sta
n
t.
T
h
e
y
still
fin
d
d
iffic
u
lty
in
a
p
p
re
c
ia
tin
g
th
e

b
a
sis
o
n

w
h
ic
h

th
e
Ja
p
a
n
e
se
re
q
u
e
st
fo
r
sto
p
p
in
g

th
e

p
a
ssa
g
e
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
l
th
ro
u
g
h
B
u
rm
a
h
a
s
b
e
e
n
m
a
d
e

a
n
d
n
o
a
rg
u
m
e
n
ts
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
u
c
e
d
to
sh
e
w

(
sh
o
w

)

e
ith
e
r
th
a
t

ヵ

th
e
m
a
te
ria
ls
th
u
s
p
a
ssin
g
c
o
n
trib
u
te
su
b
sta
n
tia
lly
to
th
e

p
ro
lo
n
g
a
tio
n

o
f
h
o
stilitie
s

o
r

th
a
t
th
e
re

is

a
n
y

le
g
a
l

ju
stific
a
tio
n
fo
r
a
p
ro
p
o
sa
l
w
h
ic
h
is
in
c
o
n
siste
n
t
w
ith
th
e

o
b
lig
a
tio
n
s
o
f
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
to
B
u
rm
a
a
n
d

In
d
ia
.

T
h
e
y

a
re

n
e
v
e
rth
e
le
ss

im
p
re
sse
d

w
ith

th
e

im
p
o
rta
n
c
e
o
f
e
x
p
lo
rin
g
th
e
p
o
ssib
ilitie
s
o
f
b
rin
g
in
g
a
b
o
u
t

p
e
a
c
e
in
C
h
in
a
a
n
d
th
e
y
re
a
lise
th
a
t,so
lo
n
g
a
s
th
e
re
e
x
ists

b
e
tw
e
e
n
G
re
a
t
B
rita
in
a
n
d
Ja
p
a
n
so
a
c
u
te
a
n
issu
e
a
s
th
a
t

ra
ise
d
b
y
th
e
tra
n
sp
o
rt
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
l
th
ro
u
g
h
B
u
rm
a
,th
e

a
tm
o
sp
h
e
re
is
u
n
lik
e
ly
to
im
p
ro
v
e
su
ffic
ie
n
tly
to
p
e
rm
it
o
f

th
e
w
id
e
r
p
ro
b
le
m

b
e
in
g
e
x
a
m
in
e
d
d
isp
a
ssio
n
a
te
ly
a
n
d

c
o
n
stru
c
tiv
e
ly
.

H
is

M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t

w
o
u
ld

a
c
c
o
rd
in
g
ly

b
e

p
re
p
a
re
d
to
su
sp
e
n
d
th
e
tra
n
sit
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
l
th
ro
u
g
h

B
u
rm
a
fo
r
a
p
e
rio
d
o
f
th
re
e
m
o
n
th
s,
o
n
th
e
u
n
d
e
rsta
n
d
in
g

th
a
t
d
u
rin
g
th
is
tim
e
sp
e
c
ia
l
e
ffo
rts
w
o
u
ld
b
e
m
a
d
e
to
b
rin
g

a
b
o
u
t
th
a
t
ju
st
a
n
d
e
q
u
ita
b
le
p
e
a
c
e
in
th
e
F
a
r
E
a
st
to
w
h
ic
h

re
fe
re
n
c
e
w
a
s
m
a
d
e
in
th
e
c
o
m
m
u
n
ic
a
tio
n
w
h
ic
h
I
m
a
d
e
to

Y
o
u
r
E
x
c
e
lle
n
c
y
o
n
th
e
8
th
in
sta
n
t.
T
h
e
m
a
te
ria
ls
th
e

tra
n
sp
o
rt
o
f
w
h
ic
h
w
o
u
ld
b
e
p
ro
h
ib
ite
d
c
o
n
sist
o
f
a
rm
s,

a
m
m
u
n
itio
n
,
p
e
tro
l
a
n
d
tru
c
k
s;
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t

a
re
n
o
t
p
re
p
a
re
d
to
c
o
n
sid
e
r
in
c
lu
sio
n
in
th
e
list
o
f
g
o
o
d
s

w
h
ic
h
d
o
n
o
t
d
ire
c
tly
c
o
n
trib
u
te
to
th
e
p
ro
se
c
u
tio
n
o
f

h
o
stilitie
s
a
n
d
w
h
ic
h
in
so
m
e
c
a
se
s
a
re
p
ro
d
u
c
ts
o
f
B
u
rm
a

a
n
d
In
d
ia
.

I
w
o
u
ld
a
d
d
th
a
t
in
a
g
re
e
in
g
to
m
a
k
e
th
is
re
stric
tio
n
o
n

B
u
rm
a
’s
tra
d
e
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
ssu
m
e
th
a
t
th
e

Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
w
o
u
ld
u
tilise
th
e
in
te
rv
a
l
to
d
isc
u
ss

th
e
su
sp
e
n
sio
n
o
f
th
e
e
x
p
o
rt
o
f
m
u
n
itio
n
s
to
C
h
in
a
w
ith
th
e

th
ird
P
o
w
e
rs
fro
m

w
h
ic
h
th
e
y
e
m
a
n
a
te
.

H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
re

m
a
k
in
g

th
is
re
a
lly

c
o
n
sid
e
ra
b
le
c
o
n
c
e
ssio
n
to
Ja
p
a
n
e
se
o
p
in
io
n
in
fa
c
e
o
f
g
re
a
t

o
p
p
o
sitio
n
,
b
u
t
th
e
y
d
o
so
in
th
e
c
o
n
fid
e
n
t
h
o
p
e
th
a
t
it
w
ill

le
a
d
to
a
g
e
n
u
in
e
im
p
ro
v
e
m
e
n
t
in
A
n
g
lo
-Ja
p
a
n
e
se
re
la
tio
n
s.
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T
h
e
ir
p
o
sitio
n
w
o
u
ld
b
e
c
o
m
e
v
e
ry
d
iffic
u
lt
if
n
e
v
e
rth
e
le
ss

th
e
re
is
to
b
e
a
c
o
n
tin
u
a
n
c
e
o
f
h
o
stility
o
n
th
e
p
a
rt
o
f
th
e

Ja
p
a
n
e
se
p
u
b
lic
a
n
d
p
re
ss.H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e

n
e
v
e
r

a
c
c
e
p
te
d

th
e

v
ie
w

th
a
t
th
e
y

a
re

in

a
n
y

w
a
y

re
sp
o
n
sib
le

fo
r
th
e

p
ro
lo
n
g
a
tio
n

o
f
h
o
stilitie
s
b
e
tw
e
e
n

Ja
p
a
n
a
n
d
C
h
in
a
a
n
d
th
e
g
e
stu
re
th
e
y
a
re
n
o
w

m
a
k
in
g
is

e
v
id
e
n
c
e

o
f

th
e
ir

in
te
n
tio
n
s

in

th
is

re
sp
e
c
t.
T
h
e
y

a
c
c
o
rd
in
g
ly

lo
o
k

to
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
to
ta
k
e

p
ro
m
p
t
a
c
tio
n
to
p
u
t
a
n
e
n
d
to
a
n
a
n
ti-B
ritish
c
a
m
p
a
ig
n
fo
r

th
e
su
p
p
re
ssio
n
o
f
w
h
ic
h
little
o
ffic
ia
l
e
ffo
rt
h
a
s
h
ith
e
rto

b
e
e
n
d
isc
e
rn
ib
le
.

(
付
記
二
)

D
ra
ft
a
n
n
o
u
n
c
e
m
e
n
t

A
s
a
re
su
lt
o
f
d
isc
u
ssio
n
s
w
h
ic
h
h
a
v
e
b
e
e
n
p
ro
c
e
e
d
in
g

b
e
tw
e
e
n
th
e
B
ritish
a
n
d
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
ts
in
re
g
a
rd

to
th
e
tra
n
sp
o
rt
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
ls
th
ro
u
g
h
B
ritish
te
rrito
ry

to
C
h
in
a
,
a
g
re
e
m
e
n
t
h
a
s
n
o
w

b
e
e
n
re
a
c
h
e
d
a
s
fo
llo
w
s:

H
o
n
g
k
o
n
g

T
h
e

e
x
p
o
rt

o
f

a
rm
s

a
n
d

a
m
m
u
n
itio
n

fro
m

H
o
n
g
k
o
n
g
h
a
s
b
e
e
n
p
ro
h
ib
ite
d
sin
c
e
Ja
n
u
a
ry
1
9
3
9
a
n
d
,

a
s
n
o
n
e
o
f
th
e
w
a
r
m
a
te
ria
ls
to
w
h
ic
h
th
e
Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
tta
c
h
im
p
o
rta
n
c
e
a
re
b
e
in
g
e
x
p
o
rte
d
,

th
e
re
q
u
ire
m
e
n
ts
o
f
th
e
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
re

a
lre
a
d
y
b
e
in
g
m
e
t
so
fa
r
a
s
th
is
C
o
lo
n
y
is
c
o
n
c
e
rn
e
d
.

B
u
rm
a

T
h
e
B
ritish
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
v
e
a
g
re
e
d
to
su
sp
e
n
d

fo
r
a
p
e
rio
d
o
f
th
re
e
m
o
n
th
s
th
e
tra
n
sit
o
f
a
rm
s
a
n
d

a
m
m
u
n
itio
n
a
s
w
e
ll
a
s
o
f
th
e
fo
llo
w
in
g
a
rtic
le
s:
p
e
tro
l,

tru
c
k
s
a
n
d
ra
ilw
a
y
m
a
te
ria
l.
T
h
e
B
ritish
a
u
th
o
ritie
s
in

B
u
rm
a
w
ill
sa
tisfy

th
e
Ja
p
a
n
e
se
C
o
n
su
l-G
e
n
e
ra
l
in

R
a
n
g
o
o
n
in
re
g
a
rd
to
th
e
ste
p
s
w
h
ic
h
th
e
y
a
re
ta
k
in
g

to
g
iv
e
e
ffe
c
t
to
th
is
p
ro
h
ib
itio
n
.

昭
和

年


月

日

在
上
海
三
浦
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1912

15

14

援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
日
英
協
定
の
成
立
が
重

慶
政
権
に
与
え
た
衝
動
に
つ
き
報
告

3022



上

海



月

日
後
発

14

本

省



月

日
後
着

14

第
一
四
三
三
號

緬
甸
香
;
�
-
2
蔣
物
6
輸
 
禁
絕
ニ
關
シ
日
英
間
ニ
了
解
成
立
ノ

報
ハ
重
慶
側
ニ
異
常
ナ
ル
衝
動
ヲ
與
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
十
四
日
當

地
漢
字
紙
ハ
擧
ツ
テ
本
件
ニ
關
ス
ル
東
京
發
﹁
ル
ー
タ
ー
﹂
電
等
ト

共
ニ
十
三
日
重
慶
發
﹁
ル
ー
タ
ー
﹂
及
中
央
社
電
等
ヲ
揭
ケ
重
慶
側

ハ
日
本
ト
シ
テ
ハ
勿
論
之
ニ
干
涉
ス
ル
權
限
ナ
キ
ニ
對
シ
支
:
側
ハ

緬
甸
﹁
ル
ー
ト
﹂
ハ
國
際
﹁
ル
ー
ト
﹂
ト
シ
テ
之
カ
繼
續
開
放
ヲ
�

求
ス
ル
權
利
ア
リ
ト
ナ
シ
英
國
ト
シ
テ
モ
大
國
タ
ル
名
譽
ノ
爲
又
條

約
聯
盟
決
議
案
ニ
依
リ
當
然
日
本
ノ
�
求
ヲ
拒
絕
ス
ル
責
任
ア
リ
其

ノ
極
東
政
策
ヲ
變
更
シ
再
ヒ
-
去
ノ
錯
'
ヲ
繰
]
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
日

本
ハ
現
在
異
常
ノ
困
難
ニ
直
面
シ
他
國
ト
事
ヲ
�
ヘ
ス
專
ラ
外
交
手

段
ヲ
以
テ
其
ノ
目
的
^
成
ニ
努
メ
居
ル
ヲ
以
テ
英
國
側
ハ
人
心
安
定

ト
事
態
明
·
Y
ノ
爲
正
確
ナ
ル
=
報
ヲ
提
供
ス
ル
ノ
�
ア
リ
特
ニ
緬

甸
﹁
ル
ー
ト
﹂
ノ
維
持
ハ
英
支
友
好
關
係
ノ
爲
極
メ
テ
重
視
セ
ラ
レ

居
レ
リ
ト
ノ
支
:
側
各
界
ノ
意
見
ヲ
報
シ
居
レ
リ

北
京
︑
天
津
︑
南
京
大
使
︑
漢
口
ヘ
轉
電
セ
リ

香
;
ヘ
<
 
セ
リ

昭
和

年


月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
香
港
岡
崎
総
領
事
宛
(
電
報
)

1913

15

15

鉄
道
材
料
の
ラ
ン
グ
ー
ン
向
け
積
出
し
に
つ
き
香
港

政
庁
に
注
意
喚
起
方
訓
令

付
記
一

昭
和
十
五
年
七
月
十
三
日
付
有
田
外
務
大
臣
よ
り
在

本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
宛
半
公
信

香
港
経
由
軍
需
物
資
禁
輸
に
関
す
る
確
認

二

右
和
訳
文

本

省



月

日
発

15

第
一
七
五
號
(
至
�
)

貴
電
第
三
五
九
號
後
段
ニ
關
シ

緬
甸
﹁
ル
ー
ト
﹂
ニ
關
シ
テ
ハ
本
大
臣
發
英
宛
電
報
第
五
七
五
號
ノ

�
リ
英
國
側
ニ
於
テ
三
箇
月
間
鐵
V
材
料
ヲ
含
ム
軍
用
6
材
ノ
國
境

�
-
ヲ
差
止
ム
ヘ
キ
旨
同
意
シ
居
リ
又
香
;
ニ
付
テ
ハ
d
電
第
一
六

九
號
ノ
�
リ
鐵
V
材
料
ヲ
含
ム
v
輸
6
材
カ
海
路
蘭
貢
方
面
ニ
輸
 

セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
諒
解
ス
ル
旨
我
方
ヨ
リ
申
入
レ
居
ル
�

第
ニ
シ
テ
(
右
ニ
對
シ
テ
ハ
英
大
使
ヨ
リ
直
ニ
本
國
ニ
I
訓
セ
ル
旨

竝
ニ
香
;
ニ
於
ケ
ル
輸
出
禁
止
軍
需
品
ハ
緬
甸
ニ
於
ケ
ル
ト
同
樣

﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
﹁
ト
ラ
ッ
ク
﹂
及
鐵
V
材
料
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
諒
解
ス
ル
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旨
囘
答
ア
リ
)
此
ノ
際
御
來
示
ノ
如
キ
支
:
側
ニ
轉
 
セ
ラ
ル
ル
疑

少
ナ
カ
ラ
サ
ル
鐵
V
材
料
ヲ
蘭
貢
方
面
ニ
輸
出
ス
ル
コ
ト
ハ
假
令
2

蔣
﹁
ル
ー
ト
﹂
閉
S
ニ
關
ス
ル
現
在
迄
ノ
日
英
間
了
解
ニ
1
反
セ
ス

ト
ノ
理
窟
ハ
立
テ
得
ヘ
ケ
ン
モ
少
ク
ト
モ
英
國
側
ノ
.
意
ヲ
疑
ハ
シ

ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
政
廳
側
ニ
對
シ
右
ノ
握
ヲ
指
易
シ
本
件
鐵

V
材
料
ノ
性
質
ニ
付
更
ニ
詳
細
ナ
ル
說
明
ヲ
求
メ
ラ
レ
尙
場
合
ニ
依

リ
其
ノ
積
出
禁
止
ヲ
勸
吿
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
致
度

尙
在
京
英
國
大
使
館
ニ
對
シ
テ
モ
善
處
ヲ
求
メ
置
キ
タ
リ

上
海
︑
南
京
(
大
)
︑
廣
東
ヘ
轉
電
セ
リ

(
付
記
一
)

1
3
th
Ju
ly
,
1
9
4
0
.

D
e
a
r
A
m
b
a
ssa
d
o
r:

T
h
e
w
ritte
n
sta
te
m
e
n
t
w
h
ic
h
y
o
u
d
e
liv
e
re
d
to
m
e
a
t

o
u
r
c
o
n
fe
re
n
c
e
o
n
th
e
8
th
in
st.
a
s
a
sta
te
m
e
n
t
o
f
th
e
v
ie
w
s

o
f
th
e
B
ritish
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
c
o
n
ta
in
e
d
th
e
fo
llo
w
in
g
p
a
ssa
g
e
:

“T
h
e
tra
n
sit
o
f
m
u
n
itio
n
s
o
v
e
r
th
e
fro
n
tie
r
o
f

H
o
n
g
k
o
n
g
h
a
s
in
fa
c
t
b
e
e
n
p
ro
h
ib
ite
d
sin
c
e
Ja
n
u
a
ry

1
9
3
9
a
n
d
n
o
w
a
r
m
a
te
ria
ls
o
f
a
n
y
k
in
d
a
re
a
t
p
re
se
n
t

c
ro
ssin
g
th
e
fro
n
tie
r.
In
th
e
se
c
irc
u
m
sta
n
c
e
s
it
w
o
u
ld

se
e
m

th
a
t
th
e
Ja
p
a
n
e
se
re
q
u
ire
m
e
n
ts
h
a
v
e
a
lre
a
d
y

b
e
e
n
m
e
t.”

S
in
c
e
th
e
a
b
o
v
e
sta
te
m
e
n
t
re
fe
rre
d
to
o
n
ly
th
e
g
o
o
d
s

tra
n
sp
o
rte
d
o
v
e
r
th
e
fro
n
tie
r
o
f
th
e
B
ritish
le
a
se
d
te
rrito
ry
,

I
ra
ise
d

th
e
q
u
e
stio
n

re
g
a
rd
in
g

th
e
p
ro
h
ib
itio
n

o
f
th
e

tra
n
sp
o
rta
tio
n
o
f
g
o
o
d
s
b
y
se
a
,
a
n
d
y
o
u
e
x
p
re
sse
d
y
o
u
r

b
e
lie
f
th
a
t
q
u
ite
n
a
tu
ra
lly
th
e
n
e
c
e
ssa
ry
ste
p
s
sh
o
u
ld
h
a
v
e

b
e
e
n
ta
k
e
n
to
p
ro
h
ib
it
e
x
p
o
rta
tio
n
b
y
se
a
to
th
e
C
h
in
e
se

c
o
n
tin
e
n
t

fro
m

H
o
n
g
k
o
n
g
,

a
n
d

th
a
t

th
e

Ja
p
a
n
e
se

re
q
u
ire
m
e
n
ts
h
a
d
b
e
e
n
fu
lly
m
e
t
in
re
a
lity
b
y
th
e
B
ritish

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
a
s
fa
r
a
s
H
o
n
g
k
o
n
g
w
a
s
c
o
n
c
e
rn
e
d
.

In

v
ie
w

o
f
th
is
d
e
c
la
ra
tio
n

o
n

y
o
u
r
p
a
rt
th
a
t
th
e

Ja
p
a
n
e
se
re
q
u
ire
m
e
n
ts
h
a
v
e
b
e
e
n
fu
lly
m
e
t
in
re
a
lity
b
y

th
e
B
ritish
G
o
v
e
rn
m
e
n
t,
it
is
u
n
d
e
rsto
o
d
b
y
th
e
Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
th
a
t
“w
a
r
m
a
te
ria
ls
o
f
k
in
d
”
in
c
lu
d
e
n
a
tu
ra
lly

g
a
so
lin
e
,
tru
c
k
s
a
n
d
o
th
e
r
tra
n
sp
o
rta
tio
n
m
a
te
ria
ls,
a
n
d

th
a
t
th
e
m
e
a
su
re
s
fo
r
p
re
v
e
n
tin
g
th
e
ir
tra
n
sit
a
re
b
e
in
g

a
lw
a
y
s

e
n
fo
rc
e
d
,
a
n
d

w
ill
c
o
n
tin
u
e

to

b
e

e
n
fo
rc
e
d
,
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re
g
a
rd
le
ss
o
f
w
h
e
th
e
r
o
r
n
o
t
Ja
p
a
n
e
se
fo
rc
e
s
re
m
a
in
a
t
th
e

fro
n
tie
r,w
h
ile
th
e
p
ro
h
ib
ito
ry
m
e
a
su
re
s
a
re
b
e
in
g
e
n
fo
rc
e
d

re
g
a
rd
in
g
th
e
tra
n
sp
o
rt
b
y
se
a
b
y
m
e
a
n
s
o
f
n
o
t
o
n
ly
ju
n
k
s

b
u
t
a
lso
v
e
sse
ls
in
g
e
n
e
ra
l
re
g
a
rd
le
ss
o
f
n
a
tio
n
a
lity
,
a
n
d

th
a
t
n
o
p
o
ssib
ility
is
a
ffo
rd
e
d
c
o
n
tra
b
a
n
d
c
o
m
m
o
d
itie
s
in

sto
c
k
a
t
H
o
n
g
k
o
n
g
to
p
a
ss
to
R
a
n
g
o
o
n
o
r
a
d
ja
c
e
n
t
p
o
rts.

It
is
th
e
o
p
in
io
n
o
f
m
y
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
th
a
t
e
ffe
c
tin
g
o
f

n
e
c
e
ssa
ry

a
rra
n
g
e
m
e
n
ts

th
ro
u
g
h

fra
n
k

d
isc
u
ssio
n
s

b
e
tw
e
e
n

B
ritish

a
n
d

Ja
p
a
n
e
se

a
u
th
o
ritie
s
o
n

th
e

sp
o
t

c
o
n
c
e
rn
in
g
th
e
stric
t
e
n
fo
rc
e
m
e
n
t
o
f
th
e
a
b
o
v
e
-m
e
n
tio
n
e
d

p
ro
h
ib
itio
n

w
o
u
ld

b
e

u
se
fu
l,
a
n
d

b
e
lie
v
in
g

th
e

B
ritish

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
w
ill
h
a
v
e
n
o
o
b
je
c
tio
n
to
it,
I
d
e
sire
to
re
q
u
e
st

y
o
u
to
se
e
th
a
t
th
e
n
e
c
e
ssa
ry
in
stru
c
tio
n
s
in
th
is
re
sp
e
c
t

a
re
se
n
t
b
y
th
e
B
ritish
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
to
th
e
ir
a
u
th
o
ritie
s
o
n

th
e
sp
o
t.

I
a
m
,Y

o
u
rs
fa
ith
fu
lly
,

H
is
E
x
c
e
lle
n
c
y
,

S
ir
R
o
b
e
rt
L
.
C
ra
ig
ie
,

B
ritish
A
m
b
a
ssa
d
o
r,

T
o
k
y
o
.

(
付
記
二
)

昭◎

和
十
五
年
七
月
十
三
日
附
有
田
外
務
大
臣
發

在
京
英
國
大
使
宛
Ñ
公
信
譯
文

拜
0
陳
者
本
月
八
日
本
大
臣
ニ
於
テ
貴
大
使
ト
會
談
ノ
際
貴
國
政
府

ノ
見
解
ト
シ
テ
手
交
ヲ
受
ケ
タ
ル
文
書
ニ
依
レ
ハ
香
;
國
境
經
由
ノ

軍
需
品
輸
 
ハ
客
年
一
月
以
來
事
實
上
禁
止
セ
ラ
レ
居
リ
如
何
ナ
ル

種
類
ノ
軍
需
品
モ
現
在
ノ
處
國
境
ヲ
�
-
シ
居
ラ
ス
斯
ノ
如
キ
=
況

ナ
ル
ヲ
以
テ
日
本
ノ
�
求
ハ
旣
ニ
充
サ
レ
居
ル
モ
ノ
ト
見
做
サ
ル
ヘ

キ
旨
ノ
記
k
有
之
候
右
記
k
ニ
關
聯
シ
本
大
臣
ヨ
リ
右
ハ
香
;
租
借

地
ヨ
リ
國
境
ヲ
越
エ
テ
輸
出
セ
ラ
ル
ル
物
6
ニ
付
テ
ノ
ミ
言
及
セ
ラ

レ
居
ル
モ
海
路
ヨ
リ
ス
ル
物
6
輸
 
禁
絕
ノ
問
題
ハ
如
何
ナ
リ
居
ル

ヤ
ト
質
問
致
シ
タ
ル
處
貴
大
使
ハ
香
;
ヨ
リ
海
路
支
:
大
陸
ニ
向
フ

輸
出
ニ
付
キ
テ
モ
禁
止
手
段
ノ
執
ラ
レ
居
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
當
然
ナ
リ

ト
思
考
ス
從
テ
香
;
ニ
關
ス
ル
限
リ
實
際
上
總
テ
日
本
ノ
�
求
セ
ラ

ル
ル
B
ヲ
應
諾
シ
居
ル
モ
ノ
ト
(
メ
ラ
ル
ル
旨
囘
答
致
サ
レ
候

貴
大
使
ニ
於
テ
香
;
ノ
關
ス
ル
限
リ
實
際
上
總
テ
日
本
ノ
�
求
セ
ラ
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ル
ル
B
ヲ
應
諾
シ
居
ル
モ
ノ
ト
(
メ
ラ
ル
ル
旨
言
明
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ

鑑
ミ
�
記
﹁
如
何
ナ
ル
種
類
ノ
軍
需
品
モ
﹂
ト
云
フ
中
ニ
ハ
當
然

﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
及
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
其
ノ
他
ノ
v
輸
6
材
等
モ
�
含
セ

ラ
レ
居
ル
モ
ノ
ト
諒
解
ス
ル
ト
共
ニ
右
禁
止
ノ
措
置
ハ
國
境
ニ
於
テ

ハ
H
國
軍
°
カ
國
境
方
面
ニ
在
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ラ
ス
常
ニ
同
樣
ノ
禁

止
措
置
カ
繼
續
實
行
セ
ラ
レ
又
海
上
方
面
ニ
於
テ
ハ
獨
リ
戎
克
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
國
�
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
一
般
º
舶
ニ
對
シ
一
率
ニ
同
樣
ノ
禁

輸
措
置
カ
�
セ
ラ
レ
尙
又
禁
輸
品
ノ
在
香
;
﹁
ス
ト
ツ
ク
﹂
カ
蘭
貢

方
面
ニ
輸
 
セ
ラ
ル
ル
カ
如
キ
コ
ト
ハ
無
之
モ
ノ
ト
諒
解
致
候

更
ニ
又
右
輸
 
禁
止
カ
確
實
ニ
實
行
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
關
シ
日
英
兩

國
ノ
現
地
官
憲
ニ
於
テ
2
意
ナ
キ
協
議
ヲ
�
ケ
タ
ル
上
必
�
ナ
ル
取

極
ヲ
爲
ス
コ
ト
有
益
ナ
リ
ト
(
メ
ラ
レ
貴
方
ニ
於
テ
モ
此
握
御
異
存

ナ
キ
モ
ノ
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
處
貴
國
政
府
ニ
於
テ
現
地
官
憲
ニ
對
シ

此
ノ
握
ニ
關
ス
ル
必
�
ナ
ル
指
令
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ル
樣
御
取
計
相
成
度

此
段
得
貴
意
候

敬

�

昭
和
十
五
年
七
月
十
三
日

外
務
大
臣

有
田

八
郞

在
京
英
國
大
使

｢
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
閣
下

昭
和

年


月

日

有
田
外
務
大
臣

在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使

}
会
談

1914

15

15

援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
発
表
振
り
を
め
ぐ
り
ク

レ
ー
ギ
ー
大
使
が
種
々
要
望
に
つ
い
て

支
:
向
物
6
ノ
﹁
ビ
ル
マ
﹂
又
ハ
香
;
經
由
輸
 
禁
絕
問
題

ニ
關
ス
ル
發
表
方
ノ
件

十
五
日
英
大
使
本
大
臣
ヲ
來
訪
︑
﹁
ビ
ル
マ
﹂
︑
香
;
2
蔣
﹁
ル
ー

ト
﹂

斷
ニ
關
ス
ル
日
英
共
同
﹁
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
﹂
ノ
內
容
ト
シ
テ
左

ノ
約
發

︵
マ
マ
︶

表
シ
度
シ
ト
申
出
デ
タ
リ

｢
香
;
ヨ
リ
ノ
武
器
彈
藥
ノ
輸
出
ハ
一
九
三
九
年
一
月
以
來
禁
止
セ

ラ
レ
現
在
ハ
日
本
政
府
ノ
重
視
ス
ル
如
何
ナ
ル
軍
需
6
材
モ
同
地
ヨ

リ
輸
出
セ
ラ
レ
!
ラ

(
居
ヵ
)

ズ
︑
又
英
國
政
府
ハ
爾
今
三
ケ
月
間
武
器
︑
彈

藥
竝
ニ
﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
︑
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
及
鐵
V
材
料
ノ
﹁
ビ
ル
マ
﹂

�
-
輸
 
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ニ
同
意
セ
リ
﹂

尙
︑
同
大
使
ハ
英
國
政
府
ハ
本
件
﹁
ビ
ル
マ
﹂
經
由
輸
 
ノ
三
ケ
月

間
停
止
ハ
此
ノ
期
間
內
ニ
極
東
ニ
於
ケ
ル
公
正
ナ
ル
和
x
ヲ
齎
ス
爲

特
別
ノ
努
力
ガ
爲
サ
ル
ベ
キ
了
解
ノ
下
ニ
之
ヲ
提
議
シ
タ
モ
ノ
ニ
シ

テ
右
期
間
內
ニ
x
和
到
來
セ
ザ
ル
時
ハ
英
國
政
府
ハ
爾
後
右
停
止
ヲ

續
行
セ
ザ
ル
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ル
旨
一
方
的
ニ
聲
明
シ
度
シ
ト
申
出
デ
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タ
リ

右
ニ
對
シ
本
大
臣
ハ
旣
ニ
三
ケ
月
ト
期
間
ヲ
切
ル
コ
ト
ニ
モ
我
方
ニ

於
テ
ハ
强
キ
不
滿
ア
リ
タ
ル
�
第
ナ
ル
ガ
其
レ
ヲ
三
ケ
月
ト
其
儘
發

表
ス
ル
以
上
更
ニ
�
加
說
明
ノ
必
�
ナ
シ
︑
斯
カ
ル
提
案
ハ
﹁
ハ
リ

フ
ア
ツ
ク
ス
﹂
外
相
ノ
考
ニ
ハ
非
ズ
シ
テ
下
僚
ガ
訓
令
ヲ
書
キ
タ
ル

モ
ノ
ト
シ
カ
思
ハ
レ
ズ
ト
テ
强
ク
反
駁
シ
タ
ル
モ
英
大
使
ハ
右
ハ

﹁
ハ
﹂
外
相
自
身
ノ
訓
令
ト
(
メ
ラ
ル
ト
テ
訓
令
ノ
內
容
ヲ
讀
上
ゲ
︑

英
國
側
ノ
此
ノ
握
ニ
關
ス
ル
希
o
ハ
極
メ
テ
强
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ

縷
々
說
明
セ
リ
︑
之
ニ
對
シ
本
大
臣
ハ
右
ノ
如
キ
發
表
ヲ
爲
サ
バ
蔣

ハ
三
ケ
月
後
ニ
ハ
再
ビ
英
ヨ
リ
ノ
2
助
ア
ル
ベ
シ
ト
テ
却
テ
抗
戰
ヲ

繼
續
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
英
ノ
期
待
ト
反
ス
ル
結
果
ニ
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト

ヲ
說
明
シ
︑
又
三
ケ
月
ノ
期
間
內
ト
雖
モ
我
方
ガ
x
和
ヲ
齎
ス
爲
努

力
ス
ル
コ
ト
ハ
勿
論
ナ
ル
モ
此
ノ
種
ノ
約
束
ヲ
英
國
側
ニ
與
フ
ル
モ

ノ
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ハ
先
ニ
明
言
セ
シ
�
ナ
リ
ト
テ
種
々
反
省
ヲ
促
セ

リ其
ノ
結
果
︑
結
局
英
國
議
會
ニ
於
テ
左
記
�
度
ノ
說
明
ヲ
ナ
ス
コ
ト

ハ
差
支
無
カ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
結
論
ニ
^
セ
リ

｢
英
國
政
府
ハ
三
ケ
月
ノ
期
間
內
ニ
極
東
ニ
於
ケ
ル
公
正
ナ
ル
x
和

ヲ
齎
ス
爲
特
別
ノ
努
力
ガ
爲
サ
シ
ベ

(
ル
ヵ
)

シ
ト
ノ
想
定
(
a
ssu
m
p
tio
n
)

ノ
下
ニ
本
件
取
極
ヲ
提
議
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂

尙
︑
右
ニ
關
聯
シ
﹁
ク
﹂
大
使
ハ
日
本
政
府
カ
極
東
ニ
於
ケ
ル
x
和

ヲ
齎
ラ
ス
爲
從
來
凡
ユ
ル
努
力
ヲ
爲
シ
又
將
來
モ
之
ヲ
繼
續
ス
ル
ノ

意
向
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
シ
度
シ
ト
言
ヒ
タ
ル
モ
本
大
臣
ハ
此
ノ
種

ノ
聲
明
ヲ
爲
ス
コ
ト
ハ
日
本
側
ガ
恰
モ
本
件
﹁
ル
ー
ト
﹂

斷
實
行

ノ
代
償
ト
シ
テ
斯
カ
ル
義
務
ヲ
Î
ヒ
タ
ル
ガ
如
キ
感
ヲ
外
間
ニ
與
フ

ベ
キ
處
日
本
ハ
實
際
斯
カ
ル
義
務
ヲ
Î
ヒ
タ
ル
事
實
無
シ
ト
テ
反
對

シ
唯
英
國
議
會
ニ
於
テ
質
問
ア
リ
タ
ル
場
合
英
外
相
ヨ
リ
﹁
日
本
政

府
ニ
於
テ
ハ
從
來
右
ノ
努
力
ヲ
爲
シ
來
リ
又
將
來
モ
ナ
ス
ベ
キ
ヲ
信

ズ
﹂
(
I
b
e
lie
v
e
)
ト
k
ブ
ル
�
度
ナ
ラ
バ
反
對
セ
ズ
ト
言
ヒ
タ
ル
ニ

﹁
ク
﹂
ハ
﹁
信
ズ
﹂
ニ
テ
ハ
不
充
分
ニ
テ
﹁
日
本
政
府
ガ
斯
カ
ル
コ

ト
ヲ
言
明
セ
リ
﹂
ト
カ
︑
已
ム
ヲ
得
ザ
レ
バ
﹁
余
(
英
外
相
)
ハ
斯
ク

ノ
如
キ
報
V
ヲ

(
吿
ヵ
)

受
ケ
タ
リ
﹂
ト
カ
云
フ
形
式
ニ
改
メ
テ
貰
ヒ
度
シ
ト

言
ヒ
タ
ル
モ
本
大
臣
ハ
强
ク
之
ヲ
拒
絕
セ
リ

尙
︑
英
大
使
ハ
英
國
內
政
ノ
都
合
上
三
ケ
月
經
-
後
英
政
府
ハ
本
件

取
極
ヲ
繼
續
セ
ザ
ル
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ト
云
フ
握
ヲ
セ
メ
テ
議
會
ニ
於

ケ
ル
質
問
ノ
際
明
カ
ニ
シ
度
シ
ト
更
ニ
反
Ô
セ
ル
モ
本
大
臣
ハ
之
ニ

モ
反
對
シ
種
々
論
議
ノ
結
果
結
局
右
質
問
ノ
際
﹁
三
ケ
月
經
-
後
英

政
府
ハ
時
ノ
=
況
ニ
應
ジ
本
件
取
極
ヲ
繼
續
シ
又
ハ
セ
ザ
ル
ノ
自
由

2 ビルマ・香港ルート
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ヲ
有
ス
﹂
ト
云
フ
�
度
ナ
ラ
バ
差
支
ヘ
無
カ
ル
ベ
シ
ト
ノ
コ
ト
ニ
落

着
ケ
ル
ガ
﹁
ク
﹂
大
使
ハ
本
件
會
談
ノ
際
右
ノ
握
ハ
內
政
上
ノ
必
�

ニ
基
ク
�
第
ナ
ル
ガ
實
際
問
題
ト
シ
テ
ハ
)
ラ
ク
三
ケ
月
後
モ
禁
輸

ヲ
繼
續
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
ラ
ン
ト
k
ベ
居
タ
リ

尙
︑
﹁
ビ
ル
マ
﹂
﹁
ル
ー
ト
﹂

斷
ノ
爲
執
ラ
ル
ベ
キ
措
置
ニ
付
︑
英

當
局
ヨ
リ
6
料
供
給
等
ニ
依
リ
在
蘭
貢
日
本
領
事
ニ
滿
足
ヲ
與
フ
ベ

キ
旨
ノ
發
表
ヲ
爲
シ
度
シ
ト
ノ
我
方
�
求
ヲ
應
諾
セ
リ
而
シ
テ
之
ガ

案
文
ニ
付
テ
ハ
種
々
商
議
ノ
結
果
左
記
內
容
ニ
纒
マ
リ
タ
ル
ガ
外
務

當
局
ガ
質
問
ニ
應
ジ
テ
說
明
ヲ
與
フ
ル
形
式
ニ
依
リ
發
表
ス
ル
コ
ト

ト
ナ
レ
リ

｢
蘭
貢
及
香
;
ニ
於
ケ
ル
日
本
領
事
官
憲
ハ
本
件
禁
輸
ヲ
有
效
ナ
ラ

シ
ム
ル
爲
取
ラ
ル
ベ
キ
措
置
ニ
關
シ
テ
英
國
官
憲
ト
密
接
ナ
ル
連
絡

ヲ
保
持
ス
ベ
シ
﹂

以

上

尙
三
ケ
月
經
-
後
ノ
問
題
ニ
付
テ
ハ
右
期
間
經
-
�
ヨ
リ
更
ニ
英
側

ト
話
合
ヲ
爲
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
關
シ
谷
�
官
ト
﹁
ク
﹂
大
使
間
ニ
電
話

申
合
セ
ノ
�
第
モ
ア
ル
ニ
付
本
件
共
同
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
﹂
發
表
ノ
際
︑

=
報
部
長
ニ
於
テ
﹁
右
期
間
經
-
後
モ
我
方
ト
シ
テ
ハ
必
�
ニ
應
ジ

禁
輸
繼
續
ノ
爲
英
國
側
ト
交
涉
ス
ベ
キ
ハ
當
然
ニ
シ
テ
右
ニ
付
テ
ハ

英
國
側
ニ
於
テ
モ
異
議
無
キ
旨
﹂
J
當
新
聞
記
事
ト
シ
テ
揭
載
セ
シ

ム
ル
樣
措
置
ス
ル
筈
︒

昭
和

年


月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
久
我
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1915

15

15

ラ
シ
オ
に
蓄
積
さ
れ
た
軍
需
物
資
の
雲
南
向
け
輸
送
を

中
国
側
が
急
ぎ
実
行
し
て
い
る
と
の
情
報
に
つ
い
て

ラ
ン
グ
ー
ン



月

日
後
発

15

本

省



月

日
前
着

16

第
一
四
六
號

｢
ラ
シ
オ
﹂
諜
報
(
十
三
日
發
)

最
�
數
日
連
日
武
器
﹁
ペ
ト
ロ
ル
﹂
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
積
列
車
續
々

﹁
ラ
シ
オ
﹂
ニ
到
着
シ
居
リ
同
地
武
器
倉
庫
蓄
積
ノ
分
ト
共
ニ
直
ニ

雲
南
(﹁
チ
エ
フ
ア
ン
﹂
)
向
ケ
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
ニ
テ
轉
 
シ
居
リ
其
ノ

旺
惟
ナ
ル
コ
ト
未
タ
曾
テ
ナ
キ
處
ナ
リ
同
方
面
ノ
總
ユ
ル
﹁
ト
ラ
ツ

ク
﹂
ヲ
驅
リ
集
メ
數
百
臺
ヲ
以
テ
l
日
l
夜
殆
ト
每
時
雨
中
ニ
モ
拘

ラ
ス
間
斷
ナ
ク
v
 
シ
居
レ
リ
之
カ
爲
メ
V
路
ハ
各
B
ニ
破
綻
ヲ
來

シ
現
ニ
三
千
人
ノ
苦
力
十
五
臺
ノ
﹁
ス
チ
ー
ム
ロ
ー
ラ
ー
﹂
ヲ
以
テ

破
損
個
B
ノ
修
理
ニ
當
リ
居
レ
リ
緬
甸
政
府
側
ハ
支
:
側
ニ
對
シ
玆
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一

間
以
內
ニ
滯
荷
ヲ
國
境
外
ニ
搬
出
ス
ヘ
シ
ト
警
吿
ス
ト
ノ
コ
ト

ナ
ル
モ
﹁
ラ
シ
オ
﹂
ニ
堆
積
セ
ル
武
器
ノ
ミ
ニ
テ
モ
二

間
以
內
ニ

ハ
搬
出
シ
得
サ
ル
ヘ
ク
)
ラ
ク
一
月
ハ
�
ス
ヘ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ

昭
和

年


月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1916

15

15

英
国
外
相
が
重
慶
側
に
対
し
援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
問
題

を
説
明
し
対
日
和
平
実
現
を
慫
慂
し
た
と
の
情
報
に

つ
い
て

ロ
ン
ド
ン



月

日
後
発

15

本

省



月

日
前
着

16

第
一
二
三
〇
號
(
至
�
)

d
電
第
一
二
二
九
號
ニ
關
シ

聞
å
ニ
依
レ
ハ
﹁
ハ
リ
フ
ア
ツ
ク
ス
﹂
外
相
ハ
兩
三
日
�
支
:
大
使

ヲ
招
致
シ
緬
甸
香
;
問
題
ニ
關
ス
ル
對
日
交
涉
經
-
ニ
付
英
側
態
度

ヲ
說
明
セ
ル
カ
其
ノ
際
英
國
政
府
ト
シ
テ
ハ
支
:
ニ
x
和
ヲ
齎
サ
ン

ト
欲
ス
ル
日
本
側
ノ
意
�
ニ
ハ
異
議
無
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
寧
ロ
趣
旨
ト

シ
テ
贊
成
ナ
ル
ニ
付
重
慶
政
府
モ
何
等
カ
ノ
形
式
ニ
依
リ
|
ニ
和
x

實
現
方
ニ
努
力
ス
ル
コ
ト
可
然
ト
勸
奬
セ
ル
模
樣
ナ
リ
右
英
國
側
ノ

態
度
ハ
種
々
ノ
形
ニ
於
テ
�
信
セ
ラ
レ
居
ル
樣
子
ナ
ル
處
當
地
闇
者

ノ
間
ニ
ハ
右
ヲ
以
テ
英
國
政
府
カ
重
慶
政
府
ヲ
見
放
シ
居
ル
事
實
カ

表
面
Y
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
觀
察
ス
ル
向
モ
ア
リ

米
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年


月

日

在
ラ
ン
グ
ー
ン
久
我
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1917

15

16

ビ
ル
マ
政
庁
が
重
慶
側
に
ラ
シ
オ
の
滞
貨
一
掃
を
要

求
し
た
と
の
情
報
は
確
実
と
認
め
ら
れ
る
旨
報
告

ラ
ン
グ
ー
ン



月

日
前
発

16

本

省



月

日
前
着

17

第
一
四
九
號

d
電
第
一
四
六
號
ニ
關
シ

緬
甸
政
府
カ
支
:
側
ニ
對
シ
一

間
以
內
ニ
滯
q
一
5
方
ヲ
�
求
シ

タ
リ
ト
ノ
﹁
ラ
シ
オ
﹂
諜
報
ノ
眞
僞
ニ
關
シ
諜
者
ヲ
シ
テ
當
地
西
南

公
司
側
ニ
就
キ
探
ラ
シ
メ
タ
ル
ニ
右
カ
確
實
ナ
ル
コ
ト
ヲ
確
メ
タ
リ

尙
蘭
貢
市
外
東
部
q
車
驛
ノ
街
路
及
廣
場
ニ
ハ
支
:
行
﹁
ト
ラ
ツ

ク
﹂
群
(
此
ノ
內
ニ
ハ
﹁
ペ
ト
ロ
ウ
ル
﹂
入
大
樽
ヲ
積
å
中
ノ
モ
ノ

多
數
ア
リ
)
ニ
テ
充
滿
シ
ア
ル
外
附
�
組
立
工
場
ニ
テ
ハ
惟
ニ
組
立
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ヲ
�
キ
居
レ
リ

英
支
側
ニ
於
テ
ハ
出
來
得
ル
限
リ
禁
輸
實
施
ヲ
引
Õ
シ
其
ノ
間
ニ
滯

q
ヲ
一
5
ス
ヘ
ク
策
謀
シ
居
ル
コ
ト
明
瞭
ナ
ル
ニ
付
此
ノ
際
英
國
側

ヲ
シ
テ
一
暗
モ
|
ニ
禁
輸
ヲ
實
施
セ
シ
ム
ル
コ
ト
緊
�
ト
存
セ
ラ
ル

昭
和

年


月

日

在
米
国
堀
内
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1918

15

16

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
封
鎖
問
題
に
関
す
る
米
国
国
務
長
官

の
記
者
談
話
に
つ
い
て

ワ
シ
ン
ト
ン



月

日
後
発

16

本

省



月

日
後
着

17

第
一
一
〇
一
號

｢
ハ
ル
﹂
國
務
長
官
ハ
十
六
日
ノ
記
者
會
見
ニ
於
テ
緬
甸
�
路
禁
絕

問
題
ニ
對
ス
ル
見
解
ヲ
質
問
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
答
ヘ
米
政
府
ハ
世
界
ノ

凡
ユ
ル
部
分
ニ
於
テ
�
商
路
ノ
開
放
セ
ラ
レ
居
ル
コ
ト
ニ
正
當
ナ
ル

利
益
ヲ
有
シ
且
最
�
佛
印
鐵
V
ニ
關
シ
取
ラ
レ
タ
ル
措
置
カ
眞
實
ナ

リ
ト
セ
ハ
右
ハ
世
界
�
商
ヲ
妨
j
ス
ル
是
(
シ
難
キ
措
置
ナ
リ
ト
思

考
ス
ト
k
ヘ
タ
ル
趣
ナ
リ

英
ニ
轉
電
シ
紐
育
ヘ
郵
 
セ
リ

昭
和

年


月

日

署
名

1919

15

17

援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
日
英
協
定

C
O
N
F
ID
E
N
T
IA
L
M
E
M
O
R
A
N
D
U
M

A
s
a
re
su
lt
o
f
d
isc
u
ssio
n
s
w
h
ic
h
h
a
v
e
b
e
e
n
p
ro
c
e
e
d
in
g

b
e
tw
e
e
n
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in
th
e
U
n
ite
d
K
in
g
d
o
m

a
n
d
th
e
Im
p
e
ria
l
Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in
re
g
a
rd
to
th
e

tra
n
sp
o
rt
o
f
w
a
r
m
a
te
ria
ls
th
ro
u
g
h
B
ritish
te
rrito
ry
to

C
h
in
a
,
a
g
re
e
m
e
n
t
h
a
s
n
o
w

b
e
e
n
re
a
c
h
e
d
a
s
fo
llo
w
s:

H
o
n
g
k
o
n
g

T
h
e
e
x
p
o
rt
o
f
a
rm
s
a
n
d
a
m
m
u
n
itio
n
fro
m

H
o
n
g
k
o
n
g

h
a
s
b
e
e
n
p
ro
h
ib
ite
d
sin
c
e
Ja
n
u
a
ry
1
9
3
9
a
n
d
n
o
n
e
o
f
th
e
w
a
r

m
a
te
ria
ls

to

w
h
ic
h

Ja
p
a
n
e
se

G
o
v
e
rn
m
e
n
t

a
tta
c
h

im
p
o
rta
n
c
e
a
re
b
e
in
g
e
x
p
o
rte
d
.T
h
e
c
a
te
g
o
rie
s
o
f
m
a
te
ria
ls

p
ro
h
ib
ite
d
in
B
u
rm
a
w
ill
a
lso
b
e
p
ro
h
ib
ite
d
in
H
o
n
g
k
o
n
g
.

B
u
rm
a

A
t
th
e
in
sta
n
c
e
o
f
H
is
M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
in
th
e

U
n
ite
d

K
in
g
d
o
m

th
e

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
o
f
B
u
rm
a

a
g
re
e

to

su
sp
e
n
d

th
e

tra
n
sit
th
ro
u
g
h

B
u
rm
a

to

C
h
in
a

o
f
th
e
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fo
llo
w
in
g
m
a
te
ria
l
fo
r
a
p
e
rio
d
o
f
th
re
e
m
o
n
th
s
b
e
g
in
n
in
g

T
h
u
rsd
a
y
,Ju
ly
1
8
th
,1
9
4
0
:a
rm
s,a
m
m
u
n
itio
n
,p
e
tro
l,tru
c
k
s

a
n
d
ra
ilw
a
y
m
a
te
ria
l.
T
h
is
p
ro
h
ib
itio
n
w
ill
n
o
t
a
p
p
ly
to

p
e
tro
l
re
q
u
ire
d
(
a
)
b
y
lo
rrie
s
tra
n
sp
o
rtin
g
n
o
n
-p
ro
h
ib
ite
d

g
o
o
d
s
o
n
th
e
ir
jo
u
rn
e
y
s
in
to
C
h
in
a
a
n
d
b
a
c
k
a
g
a
in
:
(
b
)
b
y

a
irc
ra
ft

o
p
e
ra
tin
g

th
e

R
a
n
g
o
o
n
-C
h
u
n
g
k
in
g

A
ir

M
a
il

S
e
rv
ic
e
.

T
h
e
se

a
rra
n
g
e
m
e
n
ts

h
a
v
e

b
e
e
n

o
ffe
re
d

b
y

H
is

M
a
je
sty
’s
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
o
n
th
e
u
n
d
e
rsta
n
d
in
g
th
a
t
d
u
rin
g

th
e
p
e
rio
d
o
f
th
re
e
m
o
n
th
s
m
e
n
tio
n
e
d
a
b
o
v
e
sp
e
c
ia
l
e
ffo
rts

w
ill
b
e
m
a
d
e
to
b
rin
g
a
b
o
u
t
a
ju
st
a
n
d
e
q
u
ita
b
le
p
e
a
c
e
in

th
e
F
a
r
E
a
st;
a
t
th
e
e
n
d

o
f
th
is
p
e
rio
d

H
is
M
a
je
sty
’s

G
o
v
e
rn
m
e
n
t
re
m
a
in
fre
e
e
ith
e
r
to
c
o
n
tin
u
e
o
r
d
isc
o
n
tin
u
e

th
is

a
rra
n
g
e
m
e
n
t,
in

a
c
c
o
rd
a
n
c
e

w
ith

th
e

c
o
n
d
itio
n
s

e
x
istin
g
a
t
th
e
tim
e
.

T
h
e

Ja
p
a
n
e
se

F
o
re
ig
n

M
in
iste
r

sta
te
d

th
a
t

th
e

Ja
p
a
n
e
se
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
h
a
d
m
a
d
e
,
a
n
d
w
o
u
ld
c
o
n
tin
u
e
to

m
a
k
e
,
e
v
e
ry
e
ffo
rt
to
b
rin
g
a
b
o
u
t
a
ju
st
a
n
d
e
q
u
ita
b
le

p
e
a
c
e
.

T
h
e
G
o
v
e
rn
m
e
n
ts
o
f
B
u
rm
a
a
n
d
H
o
n
g
k
o
n
g
w
ill
in
fo
rm

th
e
lo
c
a
l
Ja
p
a
n
e
se
c
o
n
su
la
r
a
u
th
o
ritie
s
o
f
th
e
ste
p
s
w
h
ic
h

th
e
y
a
re
re
sp
e
c
tiv
e
ly
ta
k
in
g
to
g
iv
e
e
ffe
c
t
to
th
e
a
b
o
v
e
-

m
e
n
tio
n
e
d

p
ro
h
ib
itio
n

a
s

re
g
a
rd
s

B
u
rm
a

a
n
d

to

th
e

p
ro
h
ib
itio
n
in
fo
rc
e
in
H
o
n
g
k
o
n
g
o
n
th
e
e
x
p
o
rt
o
f
m
a
te
ria
ls

in
q
u
e
stio
n
.

(
S
ig
n
e
d
)
H
a
c
h
iro
A
rita

(
S
ig
n
e
d
)
R
.
L
.
C
ra
ig
ie

Ju
ly
1
7
th
,
1
9
4
0
.

昭
和

年


月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
重
光
大
使
︑
在
米
国
堀
内
大
使
︑
在

独
国
来
栖
大
使
他
宛
(
電
報
)

1920

15

17

ビ
ル
マ
・
香
港
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
情
報
部
長
談

話
の
発
表
に
つ
い
て

本

省



月

日
発

17

合
第
一
五
五
九
號

十
七
日
=
報
部
長
談
ト
シ
テ
左
ノ
�
リ
發
表
セ
リ

『
-
般
來
英
國
領
土
經
由
支
:
向
軍
需
6
材
輸
 
禁
絕
方
ニ
關
シ
テ
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日
英
兩
國
政
府
間
ニ
交
涉
中
テ
ア
ツ
タ
カ
今
般
左
ノ
如
ク
�
結
ヲ
見

ル
ニ
至
ツ
タ

	
︑
香
;
ヨ
リ
ノ
支
:
向
武
器
︑
彈
藥
ノ
輸
出
ハ
昭
和
十
四
年
一
月
以

降
禁
止
セ
ラ
レ
テ
居
ル
カ
日
本
政
府
ノ
重
視
ス
ル
如
何
ナ
ル
軍
需

6
材
モ
現
在
同
地
カ
ラ
輸
出
セ
ラ
レ
テ
居
ナ
イ
シ
將
來
モ
輸
出
サ

レ
ル
コ
ト
ハ
無
イ
尙
後
k
緬
甸
テ
輸
 
ヲ
禁
止
セ
ラ
レ
ル
q
物
ハ

香
;
ニ
於
テ
モ
輸
出
ヲ
禁
止
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
勿
論
テ
ア
ル

�
︑
英
國
政
府
ハ
七
月
十
八
日
カ
ラ
向
フ
三
ケ
月
間
武
器
︑
彈
藥
竝
ニ

﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
︑
﹁
ト
ラ
ッ
ク
﹂
及
鐵
V
材
料
ノ
緬
甸
�
-
輸
 
ヲ

禁
止
ス
ル

0
︑
香
;
及
蘭
貢
ニ
於
ケ
ル
日
本
領
事
官
憲
ハ
本
件
禁
輸
ヲ
有
效
ナ
ラ

シ
ム
ル
爲
取
ラ
ル
ヘ
キ
措
置
ニ
關
シ
テ
英
國
官
憲
ト
密
接
ナ
ル
連

絡
ヲ
保
持
ス
ル
﹄

(
米
ヨ
リ
紐
育
︑
加
奈
陀
︑
伯
︑
亞
ニ
轉
電
ア
リ
度
)

(
獨
ヨ
リ
伊
︑
蘇
ニ
轉
電
ア
リ
度
)

(
蘭
貢
ヨ
リ
﹁
シ
ム
ラ
﹂
ヘ
轉
電
ア
リ
度
)

昭
和

年


月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1921

15

17

英
国
政
府
は
援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
米
国
国
務

長
官
の
談
話
を
意
外
と
し
な
が
ら
も
対
日
関
係
調
整

を
急
務
と
認
識
し
つ
つ
あ
る
旨
観
測
報
告

ロ
ン
ド
ン



月

日
後
発

17

本

省



月

日
後
着

18

第
一
二
四
二
號

d⑴

電
第
一
二
三
九
號
ニ
關
シ

	
︑
﹁
ハ
ル
﹂
長
官
ハ
緬
甸
V
路
閉
S
ヲ
以
テ
世
界
�
商
ヲ
不
當
ニ
阻

j
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
k
ヘ
タ
ル
ハ
單
ニ
質
問
ニ
應
シ
テ
�
商
一
般

ノ
問
題
ト
シ
テ
答
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
必
ス
シ
モ
英
側
ノ
讓
步
ニ

反
對
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ハ
解
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
十
七
日
各
紙
ハ
何
レ
モ

大
見
出
シ
ヲ
附
シ
右
ハ
恰
モ
英
國
政
府
ノ
措
置
ニ
反
對
セ
ル
モ
ノ

ナ
ル
カ
ノ
印
象
ヲ
與
ヘ
タ
ル
カ
﹁
タ
イ
ム
ス
﹂
外
交
記
者
ハ
同
長

官
ノ
聲
明
ハ
英
政
府
當
局
ノ
意
外
ト
ス
ル
處
ニ
シ
テ
本
件
ニ
付
テ

ハ
米
政
府
ニ
モ
經
-
ヲ
�
報
シ
居
リ
同
政
府
ニ
於
テ
ハ
英
側
措
置

ヲ
諒
ト
シ
居
リ
タ
ル
筈
ナ
リ
本
聲
明
ハ
民
主
黨
大
會
ニ
於
テ
好
ü

ヲ
拍
ス

(
�
ヵ
)

ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
ル
カ
同
長
官
カ
國
內
Æ
費
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト

シ
テ
斯
ル
聲
明
ヲ
行
フ
譯
無
ク
何
レ
ニ
セ
ヨ
日
本
政
府
ハ
英
政
府

以
上
ニ
驚
キ
タ
ル
ヘ
シ
ト
k
ヘ
タ
リ
尙
爾
余
ノ
新
聞
モ
同
樣
本
聲
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明
ヲ
意
外
ナ
リ
ト
シ
﹁
ヘ
ラ
ル
ド
﹂
ノ
如
キ
ハ
英
政
府
當
局
ノ
見

解
ナ
リ
ト
シ
テ
今
�
對
日
讓
步
ハ
軍
需
品
ニ
限
定
セ
ラ
ル
ル
處
英

國
ハ
目
下
軍
需
品
輸
 
ノ
餘
力
無
ク
且
日
本
ト
事
ヲ
�
フ
ル
意
思

無
シ
萬
一
日
英
衝
突
ノ
際
米
國
ニ
シ
テ
英
國
ヲ
支
持
ス
ヘ
シ
ト
言

フ
ナ
ラ
ハ
又
格
別
ナ
ル
モ
米
國
ニ
ハ
斯
ル
意
�
無
シ
依
テ
世
界
�

商
阻
j
云
々
ノ
如
キ
ハ
此
ノ
際
第
二
�
的
問
題
ト
見
ル
ノ
外
無
シ

又
支
:
大
使
ノ
抗
議
ニ
付
テ
ハ
聯
盟
決
議
ニ
基
ク
義
務
ハ
多
數
國

ノ
協
力
ヲ
�
提
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
指
易
セ
ラ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

ト
ノ
趣
旨
ヲ
k
ヘ
タ
リ
尙
﹁
テ
レ
グ
ラ
フ
﹂
ニ
依
レ
ハ
支
:
大
使

ハ
英
側
措
置
ニ
�
足
ラ
ス
一
時
ハ
辭
意
ヲ
洩
ラ
シ
タ
ル
モ
思
ヒ
止

マ
レ
ル
由

�
︑

⑵

英
國
各
方
面
ニ
ハ
對
日
關
係
#
整
ノ
�
務
ナ
ル
コ
ト
漸
ク
廣
ク
(

闇
セ
ラ
レ
ツ
ツ
ア
リ
此
ノ
爲
ニ
ハ
日
支
和
x
ヲ
促
�
ス
ル
コ
ト
目

下
ノ
窮
狀
ヨ
リ
脫
ス
ル
最
善
ノ
方
法
ナ
リ
ト
ノ
議
論
力
ヲ
得
居
ル

有
樣
ナ
ル
カ
﹁
ス
ケ
ツ
チ
﹂
誌
上
﹁
キ
ヤ
ン
デ
イ
ダ
ア
﹂
(﹁
ス
ク

ル
ー
テ
ー
タ
ア
﹂
ノ
死
後

(
五

字

分

ア

キ

)

執
筆
ス
)
カ
日
英
同
盟
ヲ

想
起
シ
d
時
ノ
盟
�
ノ
友
誼
ヲ
囘
復
ス
ル
必
�
ア
リ
支
:
ハ
緬
甸

問
題
ニ
付
テ
抗
議
シ
又
日
本
カ
撤
兵
セ
サ
レ
ハ
�
和
セ
ス
ト
¢
シ

居
ル
モ
右
ハ
眞
面
目
ニ
取
ル
必
�
ナ
ク
蔣
介
石
ノ
眞
意
ハ
焦
土
抗

戰
ニ
ア
ラ
ス
又
日
支
双
方
共
戰
爭
ニ
ハ
倦
ミ
居
レ
リ
蘇
聯
ハ
日
支

戰
爭
繼
續
ヲ
欲
ス
ヘ
キ
モ
英
國
ト
シ
テ
ハ
特
ニ
蘇
聯
ノ
都
合
ヲ
考

慮
ス
ル
ニ
當
ラ
ス
支
:
ト
シ
テ
モ
蘇
聯
ノ
傀
儡
ト
ナ
ル
ハ
好
マ
サ

ル
B
ナ
ル
ヘ
ク
寧
ロ
日
本
ト
�
協
ス
ル
ニ
如
カ
ス
英
國
ハ
日
支
双

方
ト
友
好
關
係
ニ
ア
ル
ニ
付
x
和
囘
復
ニ
盡
力
シ
得
ヘ
シ
ト
ノ
趣

旨
ヲ
論
シ
タ
ル
ハ
其
ノ
一
例
ト
(
メ
ラ
ル

0
︑
十
六
日
外
務
省
﹁
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
﹂
ハ
日
本
ノ
政
變
ハ
夙
ニ
豫

期
セ
ラ
レ
居
リ
タ
ル
�
第
ニ
モ
ア
リ
右
ハ
日
英
交
涉
ニ
何
等
影
�

セ
サ
ル
ヘ
シ
英
國
ノ
日
本
ニ
對
ス
ル
#
和
政
策
ニ
變
更
ナ
シ
ト
k

ヘ
居
レ
リ

昭
和

年


月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1922

15

17

援
蔣
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
米
国
国
務
長
官
談
話
へ

の
英
国
政
府
対
応
振
り
に
つ
い
てロ

ン
ド
ン



月

日
後
発

17

本

省



月

日
後
着

18

第
一
二
四
六
號

=
報
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d
電
第
一
二
四
二
號
ニ
關
シ

外
務
省
極
東
部
員
ハ
一
兩
日
�
內
外
新
聞
會
見
ニ
列
席
シ
緬
甸
V
路

問
題
ニ
關
ス
ル
英
側
讓
步
ニ
付
テ
ハ
米
國
政
府
モ
之
ヲ
是
(
シ
居
レ

リ
ト
ノ
趣
旨
ヲ
k
ヘ
タ
ル
カ
當
地
米
國
大
使
館
ニ
於
テ
ハ
米
國
ハ
本

件
ニ
ハ
深
ク
關
知
セ
ス
是
(
モ
否
(
モ
セ
ス
ト
テ
無
關
心
ノ
態
度
ヲ

示
シ
英
國
側
カ
頻
リ
ニ
米
國
ヲ
引
合
ニ
出
ス
ヲ
寧
ロ
�
惑
ト
ス
ル
ヤ

ノ
口
吻
ナ
リ
シ
趣
ナ
ル
處
十
七
日
﹁
バ
ト
ラ
ー
﹂
�
官
ハ
下
院
質
問

ニ
對
シ
米
國
側
ノ
聲
明
ニ
ハ
關
知
セ
ス
ト
ノ
態
度
ヲ
示
シ
タ
リ
尙
東

京
ニ
於
ケ
ル
﹁
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
﹂
カ
本
件
ハ
米
國
カ
關
與
ス
ヘ
キ

問
題
ニ
ア
ラ
ス
ト
言
ヘ
ル
ハ
英
國
外
交
當
局
ニ
ハ
好
感
ヲ
與
ヘ
居
レ

ル
由
ナ
リ
﹁
ハ
ル
﹂
長
官
ノ
聲
明
ト
關
聯
シ
御
參
考
迄
尙
﹁
バ
﹂
�

官
ノ
聯
絡
者
ニ
對
ス
ル
談
話
中
﹁
同
氏
ハ
十
七
日
ノ
下
院
ニ
於
テ
英

國
ノ
對
支
態
度
ヲ
表
明
シ
英
國
政
府
ハ
支
:
ニ
於
ケ
ル
x
和
ノ
囘
復

ヲ
希
o
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
英
國
ノ
之
迄
有
ス
ル
=
報
ニ
依
レ
ハ
日
本

ノ
支
:
ニ
對
ス
ル
主
張
モ
不
條
理
(﹁
ア
ン
リ
ー
ゾ
ナ
ブ
ル
﹂
)
ニ
ア
ラ

ス
ト
思
ハ
ル
ル
旨
說
明
ス
ル
筈
ナ
リ
シ
モ
日
本
政
變
ノ
爲
交
涉
モ
或

ハ
停
頓
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
右
ハ
中
止
セ
リ
﹂
ト
ノ
趣
旨
ア
リ
政
府
ノ
方

針
ハ
大
體
右
ニ
テ
窺
ハ
ル
ル
處
他
方
十
七
日
上
下
兩
院
ニ
於
テ
本
件

ニ
關
ス
ル
質
疑
ア
リ
﹁
セ
シ
ル
﹂
卿
一

ハ
頻
リ
ニ
支
:
ノ
立
場
ヲ

無
視
ス
ル
讓
步
ニ
反
對
ヲ
唱
ヘ
居
リ
此
ノ
種
極
端

ノ
v
動
ハ
尙
引

續
キ
行
ハ
ル
ル
ヘ
キ
カ
政
府
カ
支
:
ニ
於
ケ
ル
x
和
囘
復
ヲ
表
面
ノ

政
策
ト
セ
ル
ハ
x
和
囘
復
ノ
好
名
目
ノ
下
ニ
新
政
策
ニ
對
シ
勞
働
黨

等
ノ
贊
成
ヲ
獲
得
セ
ン
ト
ス
ル
內
政
關
係
モ
ア
リ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ

米
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年


月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
宛

1923

15

18

ラ
シ
オ
発
雲
南
向
け
軍
需
物
資
輸
送
激
増
の
情
勢
に

も
鑑
み
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
の
有
効
的
禁
圧
に
つ
き
十
分

の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
に
つ
い
て

歐
二
普
�
第
一
一
八
號

以
書
翰
0
上
致
候
陳
者
H
國
政
府
ノ
接
受
セ
ル
=
報
ニ
依
レ
ハ
最
�

武
器
﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
q
物
自
動
車
ヲ
積
載
セ
ル
列
車
續
々
﹁
ラ
シ

オ
﹂
ニ
到
着
シ
之
等
ハ
同
地
倉
庫
ニ
堆
積
セ
ル
武
器
等
ト
共
ニ
雨
天

ニ
モ
拘
ラ
ス
殆
ト
l
日
l
夜
間
斷
無
ク
數
百
臺
ノ
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
ヲ

以
テ
雲
南
向
輸
 
セ
ラ
レ
居
ル
由
ニ
有
之
候
就
テ
ハ
今
般
緬
甸
經
由

支
:
向
軍
用
6
材
輸
 
禁
絕
方
實
施
ニ
當
リ
テ
ハ
右
樣
ノ
=
勢
ニ
モ

鑑
ミ
之
カ
有
效
的
禁
遏
ニ
付
キ
特
ニ
充
分
ノ
措
置
ヲ
�
セ
ラ
レ
度
候
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右
申
�
旁
本
大
臣
ハ
玆
ニ
重
ネ
テ
閣
下
ニ
向
テ
敬
意
ヲ
表
シ
候

敬

�

昭
和
十
五
年
七
月
十
八
日

外
務
大
臣

有
田

八
郞

大
不
列
顚
國
特
命
�
權
大
使

｢
ゼ
︑
ラ
イ
ト
︑
オ
ノ
ラ
ブ
ル
︑
サ
ー
︑
ロ
バ
ー
ト
︑

ク
レ
イ
ギ
ー
﹂
閣
下

昭
和

年


月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1924

15

18

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
英
国
首
相
の
下
院
で

の
説
明
振
り
は
対
日
非
難
を
一
切
避
け
日
本
の
立
場

了
解
の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
旨
報
告

ロ
ン
ド
ン



月

日
後
発

18

本

省



月

日
後
着

19

第
一
二
五
三
號

一
般
的
=
報

十
八
日
﹁
チ
ヤ
ー
チ
ル
﹂
ノ
下
院
ニ
於
テ
爲
シ
タ
ル
緬
甸
問
題
ニ
關

ス
ル
聲
明
(
特
=
御
參
照
)
ハ
之
ヲ
英
政
府
當
局
-
去
ノ
聲
明
ト
比
較

ス
レ
ハ
其
ノ
用
語
ノ
上
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
實
質
ニ
於
テ
格
段
ノ
�
步
ヲ
示

セ
ル
モ
ノ
ト
言
フ
ヘ
ク
卽
チ
一
方
ニ
於
テ
重
慶
政
府
支
持
論
者
(
議

會
ニ
於
ケ
ル
聯
盟
主
義
者
ノ
多
數
ハ
右
ニ
屬
ス
)
ヲ
刺
戟
セ
サ
ル
樣

努
ム
ル
ト
共
ニ
他
方
輿
論
ノ
現
狀
ニ
於
テ
出
來
得
ル
限
リ
我
方
ニ
對

シ
好
意
ヲ
表
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
由
ニ
テ
日
本
ノ
行
動
ヲ
非
難
ス
ル
カ
如

キ
言
辭
ヲ
一
切
�
ケ
日
本
ノ
立
場
ヲ
了
解
シ
タ
ル
建
�
ノ
下
ニ
公
正

ナ
ル
x
和
ノ
可
能
性
ヲ
說
k
セ
ル
ハ
一
般
ニ
A
意
ヲ
惹
キ
タ
リ

米
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年


月

日

在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
若
杉
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1925

15

19

ビ
ル
マ
ル
ー
ト
封
鎖
に
関
す
る
英
国
首
相
の
下
院
で

の
説
明
振
り
報
告

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク



月

日
後
発

19

本

省



月

日
前
着

20

第
四
六
九
號

十
八
︑
九
日
當
地
�
夕
刊
各
紙
ハ
倫
敦
十
八
日
發
諸
電
ニ
ヨ
リ
英
下

院
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